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８   月  定  例  会 

◎  会  期   ４日間  

 

議 事 日 程 

日次  月  日  曜  議   事   要   項  

１  ８月 28日  月  

午 前 10時 開 会 、議 席 の 指 定 、会 期 の 決 定 、諸 報 告 、提 出 議 案 付 議 、

提 案 理 由 説 明 、 議 案 に 対 す る 質 疑 、 広 域 連 合 一 般 に 対 す る 質 問 、

議 案 の 委 員 会 付 託 、 散 会  

２  ８月 29日  火  （ 常 任 委 員 会 ）  

３  ８月 30日  水  休    会  

４  ８月 31日  木  

（ 議 会 運 営 委 員 会 ）  

午 前 10時 開 議 、 委 員 長 報 告 、 質 疑 、 討 論 、 採 決 、 会 議 録 署 名 議 員

の 指 名 、 閉 会  
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◎  ８月定例会付議事件  

 

 △  広域連合長提出議案  

  第 28号 議 案  平成 17年度佐賀中部広域連合一般会計歳入歳出決算  

  第 29号 議 案  平成 17年度佐賀中部広域連合介護保険特別会計歳入歳出決算  

  第 30号 議 案  平 成 17年 度 佐 賀 中 部 広 域 連 合 ふ る さ と 市 町 村 圏 基 金 特 別 会 計 歳 入 歳 出

決算  

  第 31号 議 案  平成 18年度佐賀中部広域連合一般会計補正予算（第２号）  

  第 32号 議 案  平成 18年度佐賀中部広域連合介護保険特別会計補正予算（第１号）  

  第 33号 議 案  平成 18年度佐賀中部連合ふるさと市町村圏基金特別会計補正予算（第１

号）  

  第 34号 議 案  佐賀中部広域連合手数料条例の一部を改正する条例  

  第 35号 議 案  佐 賀 中 部 広 域 連 合 職 員 定 数 条 例 及 び 佐 賀 中 部 広 域 連 合 消 防 本 部 及 び 消

防署の設置に関する条例の一部を改正する条例  

  第 36号 議 案  専決処分について（平成 18年度佐賀中部広域連合一般会計補正予算（第

１号））  

  第 37号 議 案  専決処分について（佐賀中部広域連合事務分掌条例等の一部を改正する

条例）  

 

 △  報告書等  

  第 １ 号 報 告  平成 17年度佐賀中部広域連合一般会計継続費精算報告書の報告について  

  介護・広域委員会審査報告書  

  消防委員会審査報告書  
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平成18年８月28日（月）   午前10時01分   開会 

 

出  席  議  員 

 

１．石 井  順二郎 

４．佐 藤  知 美 

７．高 祖  政 廣 

10．池 田  正 弘 

13．堤    正 之 

16．永 渕  義 久 

19．野 中  久 三 

２．堤    克 彦 

５．宮 島    清 

８．副 島  准 一 

11．藤 野  靖 裕 

14．亀 井  雄 治 

17．山 下  明 子 

20．平 原  康 行 

３．髙 木  一 敏 

６．北 村  一 成 

９．御 厨  俊 幸 

12．重 田  音 彦 

15．西 村  嘉 宣 

18．黒 田  利 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方自治法第121条による出席者 

 

広 域 連 合 長  秀 島  敏 行 

副 広 域 連 合 長  江里口  秀 次 

副 広 域 連 合 長  江 口  善 己 

副 広 域 連 合 長  川 副  綾 男 

助 役  大 西  憲 治 

監 査 委 員  中 村  耕 三 

消 防 局 長  山 田  孝 雄 

総務課長兼業務課長  本 間  秀 治 

予 防 課 長  山 口  清 次 

佐 賀 消 防 署 長  中 島  紀久雄 

副 広 域 連 合 長  横 尾  俊 彦 

副 広 域 連 合 長  松 本  茂 幸 

副 広 域 連 合 長  石 丸  義 弘 

副 広 域 連 合 長  江 頭  正 則 

収 入 役  古 賀  盛 夫 

事 務 局 長  飯 盛  克 己 

消 防 副 局 長  金 丸  義 信 

認定審査課長兼給付課長  藤 野    進 

消 防 課 長  緒 方  賢 義 
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◎ 開  会 

○平原議長 

 これより佐賀中部広域連合議会定例会を開会

いたします。 

◎ 議席指定 

○平原議長 

 初めに、議員の議席の指定を行います。 

 議席は、会議規則第４条第１項の規定により、

議長においてお手元に配付いたしております議

席表のとおり、それぞれ指定いたします。 

◎ 会期決定 

○平原議長 

 次に、会期の決定を議題といたします。 

 本定例会の会期は、本日から８月31日までの４

日間といたしたいと思いますが、御異議ございま

せんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、会期は４日間

と決定いたしました。 

◎ 議事日程 

○平原議長 

 次に、本定例会の議事日程は、お手元に配付い

たしております日程表のとおりといたします。 

◎ 諸 報 告 

○平原議長 

 日程により、この際、諸報告をいたします。 

 報告の内容につきましては、配付いたしており

ます報告第２号によって御了承願います。 

 

報告第２号 

諸 報 告 

○例月出納検査の報告について 

 平成17年２月21日から平成18年８月27日まで

に、監査委員より例月出納検査の結果について下

記のとおり報告された。 

 その内容は、それぞれの議員各位にその（写）

を送付したとおりである。 

記 

 ２月22日 例月出納検査結果報告について 

（一般会計・特別会計等の17年度 

12月分） 

 ３月17日 例月出納検査結果報告について 

（一般会計・特別会計等の17年度 

１月分） 

 ４月26日 例月出納検査結果報告について 

（一般会計・特別会計等の17年度 

２月分） 

 ５月22日 例月出納検査結果報告について 

（一般会計・特別会計等の17年度 

３月分） 

 ６月22日 例月出納検査結果報告について 

（一般会計・特別会計等の17年度 

４月分） 

（一般会計・特別会計等の18年度 

４月分） 

 ７月24日 例月出納検査結果報告について 

（一般会計・特別会計等の17年度 

５月分） 

（一般会計・特別会計等の18年度 

５月分） 

 ８月22日 例月出納検査結果報告について 

（一般会計・特別会計等の17年度 

６月分） 

（一般会計・特別会計等の18年度 

６月分） 

◎ 議案上程 

○平原議長 

 続きまして、第28号から第37号議案、以上の諸

議案を一括して上程付議いたします。 

 なお、平成17年度佐賀中部広域連合一般会計継

続費精算報告書の報告についてが第１号報告と

して提出されておりますので、申し添えます。 

◎ 提案理由説明 

○平原議長 

 議案の朗読は、これを省略し、直ちに上程諸議

案に対する提案理由の説明を求めます。 

○秀島広域連合長 

 おはようございます。本日、ここに佐賀中部広

域連合議会定例会を招集し、当面する諸案件につ

きまして、御審議をお願いすることになりました

ので、これら上程諸議案の概要について御説明申

し上げます。 
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 まず、決算議案であります。 

 第28号議案「平成17年度佐賀中部広域連合一般

会計歳入歳出決算」、第29号議案「平成17年度佐

賀中部広域連合介護保険特別会計歳入歳出決算」

及び第30号議案「平成17年度佐賀中部広域連合ふ

るさと市町村圏基金特別会計歳入歳出決算」につ

きまして、御説明を申し上げます。 

 平成17年度の決算といたしましては、 

・一般会計      歳入 約48億2,617万円 

           歳出 約47億 896万円 

・介護保険特別会計  歳入 約201億2,551万円 

           歳出 約195億3,855万円 

・ふるさと市町村圏基金特別会計        

           歳入    約567万円 

           歳出    約289万円 

となっております。 

 なお、細部につきましては、歳入歳出決算事項

別明細書等により御検討いただきたいと存じま

す。 

 次に、補正予算議案について御説明申し上げま

す。 

 第31号議案「平成18年度佐賀中部広域連合一般

会計補正予算（第２号）」は、平成17年度決算に

伴う剰余金の処分に関するもののほか、当面緊急

を要する諸経費につきまして、所要の補正措置を

講じております。 

 補正額は約３億168万円で、補正後の予算総額

は約48億1,240万円となっております。 

 以下、歳出予算の補正について、主な内容を御

説明いたします。 

 まず、介護予防システム開発に係る経費につい

て、 

○ 介護予防を中心とする地域支援事業を効率

的かつ効果的に実施するために、その中枢とな

る地域包括支援センターと本広域連合とのネ

ットワークを構築するとともに、地域包括支援

センターでの介護予防マネジメントや本広域

連合での分析・評価業務を処理するためのコン

ピュータシステムを開発するものであります。 

 次に、介護予防サービス計画作成委託費の支払

事務受託に関するものでありますが、 

○ 地域包括支援センターが作成することとな

っております介護予防サービス計画について

は、その原案作成を多数の居宅介護支援事業者

に委託しておりますが、地域包括支援センター

から当該居宅介護支援事業者への委託料の支

払事務の軽減を図るため、本広域連合が中継す

ることにより佐賀県国民健康保険団体連合会

から直接当該委託料を居宅介護支援事業者に

支払うことができるよう措置するものであり

ます。 

 次に、地域包括支援センター職員の研修に係る

経費について、 

○ 地域包括支援センターのスキルアップを図

るため、各地域包括支援センターの職員に研修

を受講させ、先進地等の視察を実施するもので

あります。 

 次に、高規格救急車の更新整備に係る経費につ

いてですが、 

○ ３月に佐賀市の方より、救急業務にお世話に

なったとして、消防に対し一千万円の寄付をい

ただいたところでありますが、その使途を検討

した中から、寄付者の意思を尊重し、それを財

源といたしまして高規格救急車の更新整備を

行うことといたしたものであります。 

○ このほか、今回の補正予算では、平成17年度

決算に伴う市町村負担金の精算調整、県補助金

の返還金並びに前年度繰越金の処理としての

財政調整基金及び消防施設等整備基金への積

立てを措置いたしておるところであります。 

 以上、一般会計補正予算の主なものを御説明い

たしましたが、この財源といたしましては、国庫

補助金、基金繰入金、繰越金等で措置し、予備費

により収支の調整をいたしております。 

 次に、第32号議案「平成18年度佐賀中部広域連

合介護保険特別会計補正予算（第１号）」につい

て、御説明を申し上げます。 

 今回の補正予算は、平成17年度の決算処理に係

る諸経費について、所要の補正措置を講じており

ます。 

 補正額は、約７億2,760万円で、補正後の予算

総額は約221億2,860万円となっております。 
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 その内容といたしましては、国県等負担金の返

還金、市町村負担金の精算調整及び介護給付費基

金への積立てを措置しております。 

 次に、第33号議案「平成18年度佐賀中部広域連

合ふるさと市町村圏基金特別会計補正予算（第１

号）」について、御説明を申し上げます。 

 今回の補正予算は、平成17年度の決算処理に係

る経費につきまして、予備費により収支を調整す

る補正措置を講じております。 

 補正額は約80万円で、補正後の予算総額は約

478万円となっております。 

 以上で、補正予算議案の説明を終わりますが、

なお、細部につきましては、歳入歳出補正予算事

項別明細書等により御検討をいただきたいと存

じます。 

 次に、第34号議案「佐賀中部広域連合手数料条

例の一部を改正する条例」の御説明を申し上げま

す。 

 危険物の規制に関する政令の一部が改正され、

船舶に給油する給油設備を備えた移動タンク貯

蔵所から船舶への直接給油が可能となったため、

当該移動タンク貯蔵所を設置する際の許可に係

る手数料を定めるものであります。 

 次に、第35号議案「佐賀中部広域連合職員定数

条例及び佐賀中部広域連合消防本部及び消防署

の設置に関する条例の一部を改正する条例」の御

説明を申し上げます。 

 消防組織法の一部改正に伴い、同法の規定を引

用する部分について、所要の改正を行うものであ

ります。 

 第36号議案及び第37号議案「専決処分につい

て」は、平成18年４月１日からの障害者自立支援

法の施行に伴い、同年６月23日の佐賀県知事から

の許可により本来市町村が処理することとなっ

ている障がい程度区分認定審査会事務を、本広域

連合の処理する事務としたため、必要な条例及び

予算について、専決処分をしたものであります。 

 また、化学消防ポンプ自動車への国庫補助金の

交付決定に伴い、早急に所要の補正措置を講じる

必要があったため、専決処分をしたものでありま

す。 

 以上、御審議をよろしくお願い申し上げます。 

○平原議長 

 以上で上程諸議案に対する提案理由の説明を

終わりました。 

◎ 議案に対する質疑 

○平原議長 

 これより上程諸議案に対する質疑を開始いた

します。 

 質疑の通告がありますので、発言を許可いたし

ます。 

○山下議員 

 おはようございます。通告しております問題に

ついて、質疑をいたします。 

 第29号議案 平成17年度佐賀中部広域連合介

護保険特別会計歳入歳出決算の中で、まず歳入１

款保険料、１項介護保険料の中で、不納欠損が上

げられておりますが、この不納欠損の内容につい

てお知らせいただきたいと思います。 

 そして、滞納が長引いた場合に、被保険者のサ

ービス給付制限ということになっていくわけで

すが、この広域連合の中で、実際にサービス給付

制限などの事由が発生しているのかどうか、その

ことについてまずお伺いいたします。 

 次に、歳出１款保険給付費190億9,803万7,211

円ということですが、この保険給付サービスの前

年比で、給付の増減の大きい項目について、それ

ぞれの主な要因はどうとらえておられるのか、そ

のことについてまずお伺いいたします。 

○本間総務課長兼業務課長 

 おはようございます。山下議員の平成17年度介

護保険特別会計決算における介護保険料の不納

欠損などについての御質疑にお答えいたします。 

 不納欠損は、２年で時効処理をいたしておりま

すが、まず介護保険での時効による不納欠損処分

については、介護保険法第200条第１項に、保険

料は２年経過した時点で徴収権は消滅すると定

めてあります。２年とされた理由としては、保険

者と被保険者間の未納保険料が多数発生する反

面、その額も特に多額なものにならないのが通常

である。したがって、介護保険においては短期の

消滅時効により、債権、債務関係を確定し、紛争
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を生じさせないこととされ、民法の消滅時効10年、

地方自治法の消滅時効５年より短い２年の短期

消滅時効とされたものであります。 

 平成16年度の不納欠損額は、人数で1,204人で、

2,974万7,783円を不納欠損いたしております。今

回、平成17年度については、不納欠損額、人数で

1,315人で、4,117万8,297円となっており、不納

欠損期間は、平成15年３月から平成16年２月まで

の期間が主であり、前年度より件数については

111人、金額においては1,143万514円多く不納欠

損をいたしております。 

 それから、給付制限にかかっている人がいるか

という御質疑ですが、介護保険制度は、介護を国

民みんなで支えるもので、保険料は介護保険制度

を支える大切な財源であります。保険料を納める

人の公平を確保するため、保険料の滞納がある場

合には、滞納期間に応じて保険給付が制限される

ものであります。 

 まず、認定を受けながら未納になっている方、

これは給付制限の予備軍といいますか、そういう

方になりますが、平成18年７月末現在において、

施設利用未納者27人、在宅利用未納者133人、未

利用者23人で、認定を受け、保険料未納者は合計

で183人となっております。 

 御質問の給付制限にかかっている人としては、

平成18年７月末現在、償還払い化になっている者

５人、給付額減額適用者５人で、給付制限者は合

計で10人となっているところであります。 

 以上です。 

○藤野認定審査課長兼給付課長 

 それでは、山下議員の歳出１款保険給付費につ

いて、お答えをしたいと思います。 

 平成17年度佐賀中部広域連合介護保険特別会

計歳入歳出決算の、まず歳出１款保険給付費につ

いてお答えをいたします。 

 保険給付費の総合計は190億9,803万7,211円で、

前年度に比べ２億3,219万7,278円、1.2％の増と

なっています。平成16年度決算は、対前年度比で

4.6％増でしたので、伸び率は3.4ポイント減少い

たしております。伸びが鈍化した主な理由といた

しましては、昨年10月改正の施設給付、居住費、

食費の見直しによる影響が大きかったと思われ

ます。 

 次に、対前年度比で増減の大きいものについて

御説明をいたします。 

 短期入所療養施設マイナス10.3％及び短期入

所療養介護マイナス37.4％については、平成17年

10月の制度改正により、居住費、食費が自己負担

とされたことに伴い、介護報酬が引き下げられた

こと、また、利用件数でもマイナス153件という

ことで減少したことによるものです。 

 居宅支援サービスの短期入所につきましても、

同様の理由によるものと考えております。 

 次に、認知症対応型共同生活介護、これはグル

ープホームですけれども、それについては前年度

比30.8％の増となっております。その理由といた

しましては、グループホームの指定事業所の増加

によるもので、平成16年４月で37事業所、利用定

員が419人だったものが、平成17年４月では46事

業所、利用定員が536人、９事業所、117人の定員

増となっております。 

 平成18年４月は51事業所、利用定員が581人で、

５事業所、45人の定員増となったものです。 

 特定施設入所者生活介護については、前年比

59.5％の増となっております。その理由といたし

ましては、グループホーム同様、指定事業所の増

加によるもので、平成16年４月では１事業所、利

用者定員が60人だったものが、平成17年４月では

５事業所、利用定員が156人に増加したためでご

ざいます。 

 次に、高額介護サービス費、前年比54.4％の増

は、昨年10月施行の制度改正に伴う増で、利用者

負担段階区分の新第２段階の方に対する月額上

限額２万4,600円が１万5,000円に改正されたこ

とによる影響で、申請件数が平成 16年度１万

6,502件から平成17年度２万1,058件と、4,556件

増加したものです。平成18年３月の高額申請件数

で見てみますと、2,837件のうち、利用者負担段

階第２段階の対象となる方が1,674件となってお

り、全体の59％を占めるようになっております。 

 次に、食事療養費用額42.1％の減は、昨年10月

からの食事費用の自己負担に伴う制度改正によ
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り廃止されたことによるもので、10月以降は制度

改正に伴う低所得者に対する補足給付費といた

しまして、特定入所者介護サービス費が新設され

たものです。 

 以上です。 

○山下議員 

 それぞれ御答弁いただきましたが、まず、不納

欠損の内容については、前年に比べて111人ふえ

て、金額としても1,143万514円ふえているという

ことで、ここをどう見るかということなんですけ

れども、払いたくてもどうしても払えないという

方がふえていると見るのか、そうでないのかとい

うところをちょっと改めて伺いたいということ

が一つと、このような状態で現実に今償還払いに

なった方が５人、それから給付の額が減らされる

方が５人ということで、要するに、保険料すら払

いたくても──払いたくてもというか、納め切れ

ない人がサービスを利用するときに、償還払いと

いうことで一たん10割払って、それから残りが９

割戻ってくるというやり方に対応できるのかと

いうことなんですが、この償還払いになっている

方たちの状態をつかんでおられるのかどうかに

ついて改めて伺います。 

 それから、保険給付費のそれぞれの増減の理由

も示されました。特に、主な要因としては、やは

り昨年10月の施設でのホテルコストや食費の自

己負担化が大きく響いているという御説明だっ

たと思いますが、私はとりわけ注目したいのは、

ショートステイの関係なんですが、特養の短期入

所ですね。特養の場合の利用は伸びていると思う

んですが、それ以外の老健、あるいは療養型の施

設についての利用が特に減っているというあた

りをどう見ておられるのかということをお聞き

したいと思います。 

 ちなみに、ショートステイやデイサービスの自

己負担化によって、月２万円以上負担がふえてし

まったというような方もおられます。パートで働

きながら寝たきりのお母さんを支えておられる

という方なんですけれども、月２万円もふえ、お

母さんの年金は３万円程度だというのに、これで

はパートをやめてショートステイを減らして介

護しなくてはならなくなる。でも、そうすると暮

らせなくなるという、そういう介護をされている

家族への矛盾にもなってきているというふうな

ことが、そういう声から浮かび上がると思うんで

すが、そうしたところについても、どのようにと

らえておられるのか、伺いたいと思います。 

 ２回目の質問といたします。 

○本間総務課長兼業務課長 

 不納欠損が伸びている理由ということで、不納

欠損額は平成16年度から平成17年度を比較しま

すと、38.4％多くなっております。これは第２期

事業計画時に保険料の改定を行っておりまして、

21.7％の値上げをいたしております。金額的には

その影響が出ているのではないかと推測されま

す。 

 人数の増の個々の理由ですが、これについては

不明ですが、平成12年に介護保険制度が発足して、

四、五年程度たっている状況で、なかなかこの制

度の周知不足だとか、制度がよくわからないとか、

65歳の新規到達者の未納が多いと推察をされま

す。 

 それから、償還払いの方の個々の理由でござい

ますが、これはそういう方と接触する中で、生活

困窮だとか、いろんな事由は一応は聞いておりま

す。 

 それから、償還払い化についても、給付制限に

ついても、現在、実際に認定を受けられておりま

すが、サービスの利用は受けられていないという

ふうな状況になっております。 

○藤野認定審査課長兼給付課長 

 ショートステイについてのお尋ねです。短期入

所療養施設及び短期入所療養介護において利用

件数が153件減少をいたしておりますが、短期入

所生活介護では295件増加し、制度改正による報

酬単価の引き下げがあったにもかかわらず、給付

額も１％増加している状況です。このように、短

期入所サービス全体で見てみますと、利用件数で

は142件増加しておりますので、利用者のニーズ

がリハビリを目的とした介護老人保健施設では

なく、日常生活の支援を目的とした短期入所生活

介護を選択されていると考えております。 
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 居宅支援サービスの短期入所についても、短期

入所生活介護の利用が増加をいたしております

ので、同様の理由によるものと考えております。 

 それから、施設給付費の見直しに対する影響で

すけれども、連合の方にそういったことで相談と

いうのはあっておりませんけれども、確かに自己

負担化によりまして、ショートステイの利用が手

控えられたということもありますけれども、そう

いった方たちについては、実際には調査をいたし

ていないということが現状です。 

 低所得者対策につきましては、補足給付という

ことで、所得の低い方につきましては補足給付を

行っておりますので、そういったところで利用に

対しては利用しやすい制度になっているという

ふうに考えております。 

○山下議員 

 まず、不納欠損と滞納の関係についてなんです

が、第２期の保険料の見直しの影響が大変大きか

ったと思うということですが、そういう関係でい

きますと、今後ますますふえていく可能性がある

のではないかというふうに危惧をいたします。 

 特に今回、住民税の負担がふえたことによって、

介護保険料が大変ふえたという方もたくさんお

られます。例えば、一例を示しますと、昨年住民

税が非課税だった方が、ことしは２万6,600円に

なって、それによって国保税が7,000円アップ、

それから介護保険が３万780円アップということ

で、合計６万4,380円アップしているのに、年金

は7,000円下がっているという方がおられるんで

すね。この方は寡婦控除を受けておられるからま

だ少しはましだけれども、もしそれがなかったら、

もっと上がっていたかもしれないというひとり

暮らしの女性ですが、そういう方たちのことを考

えたときに、今の対応策で果たしていいのだろう

かというふうに疑問を持たざるを得ません。 

 特に、先ほどの本間課長の答弁では、償還払い

になっている方たちの事情を、接して聞いている

うちに、生活困窮だということは聞いているとい

うことでとどまってるわけですが、今、佐賀中部

広域連合が持っている保険料の軽減制度がこの

方たちには響かないというか、いい救いの手には

なっていないということのあらわれではないか

というふうにも感じるわけですが、そこのところ

は今後の問題とも絡めて、生活困窮で仕方がない

ということで償還払いをそのまま放置されてい

るという考え方でいいのかどうか、そこの認識を

ちょっともう一度伺っておきたいと思います。 

 それから、施設利用、ショートステイ給付の関

係ですが、最後に低所得者対策としては補足給付

があるから利用はしやすくなっているんではな

いかというふうに言われました。確かに、前に比

べてはその部分で救われる方たちもいるでしょ

う。しかし、実際には、なぜ特養の方が利用が伸

びて、そして、それ以外のところは減っているか

といえば、例えば、低所得者対策が社会福祉法人

の施設にのみ、国からの介護保険の対象として認

められているということであって、ほかの老健で

すとか、療養型の施設についてのショートステイ

ですとか、いろんな施設利用については社会福祉

法人と同じような低所得者対策をしたとしても、

それは事業者の負担に丸々なってしまうという

ことで、それはされないわけですね。ということ

は、利用する方としても、安い、負担の軽い方を

望むということに当然なっていっているんでは

ないかというふうに私は感じるわけですが、その

辺をどう考えておられるのか。そして、補足給付

だけで足りるというふうに考えておられるのか、

そこの点をお伺いして議案質疑といたします。 

○本間総務課長兼業務課長 

 償還払い化になったのをそのまましていてい

いのかというふうな御質問ですが、その前に、償

還払いになる前に、認定を受けながら未納者にな

っておられる方が、先ほども述べましたが、約200

名弱ぐらいおられます。特に、ここを中心に未納

が続いている方をリストアップして納付指導、電

話による相談、個別訪問あたりをして、そういう

ふうな指導をしながら、場合によっては延納措置

とか、そういうことをしながら進めているところ

ですけれども、やむを得ず償還払い化になったと

いうことです。 

 ここら辺については、実際に保険料をちゃんと

納めておられる方との均衡上、制度はそのままこ
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の給付制限を適用していきたいと考えておりま

す。 

○藤野認定審査課長兼給付課長 

 ショートステイの利用の方法についてお尋ね

があったというふうに思います。 

 先ほども１回目の答弁でお答えいたしました

ように、短期入所の方は、やはりニーズが生活援

助、そういったもののニーズが多いということで、

短期入所療養介護、これはリハビリとか治療を目

的としたショートステイになりますけれども、施

設の定員の枠内で運用されるということですの

で、その定数については、一定数確保されており

ますけれども、枠内の中になっていると。 

 それから、療養型についても病院の方になりま

すけれども、施設定員の枠内でこれも運用されて

おりますので、入所が優先ということで、入所者

が退所されたときの空きベッドを活用されると

いう実態ではないかというふうに思っておりま

す。 

 短期入所生活介護につきましては、現在21施設

で定員が249というふうになっておりまして、そ

ちらの方は確実にベッドの部分は確保されてお

りますけれども、療養施設、療養介護につきまし

ては、全体的な枠の中で確保されているというこ

とで、利用が少ないというふうに思っております。 

 連合の方に相談がありましたら、緊急的にはそ

ういったことで入所する事業者を探してほしい

というような相談等はあっておりませんが、まだ

グループホーム、ショートステイに形態が似てい

る、サービスが似ているグループホームとか、そ

れから、制度改正により今年度からできました地

域密着型の小規模多機能型の居宅介護、そういっ

たところで利用ができるんじゃないかというふ

うにとらえております。 

 以上です。 

○平原議長 

 以上で通告による質疑は終わりました。 

 これをもって上程諸議案に対する質疑は終結

いたします。 

◎ 広域連合一般に対する質問 

○平原議長 

 これより広域連合一般に対する質問を開始い

たします。 

 質問の通告がありますので、順次発言を許可い

たします。 

○亀井議員 

 おはようございます。通告しております２点に

ついて質問を行ってまいります。 

 まず１点目、広域消防の救急業務についてでご

ざいますが、端的に４項目質問をしたいと思いま

す。 

 １点目が、年間出動回数の推移について、過去

５年間の各数字をお示しください。 

 それから、この出動１回当たりの経費がどのく

らいかかっているのかということをお示しいた

だきたいと思います。 

 ３点目は、この出動の中にですね、はっきりと

わかるわけではないのかもしれませんが、不要不

急とか、あるいは間違いによる要請で出動された

というようなケースがあろうかと思いますが、そ

の回数もお示しください。 

 それから４点目に、救急救命士の充足度につい

て、お示しいただきたいと思います。現在、救急

車、救急隊が何隊あって、救命士が何人いるのか、

この数字をお示しください。 

 大きな質問２点目ですが、介護保険計画につい

て伺います。 

 厚生労働省は、社会的入院を解消して、医療費

の適正化を図るという目的で、2012年３月までに

現在38万床ある療養型病床を医療の必要度が高

い患者に限定した医療型の15万床に集約し、他の

23万床は老健施設とかケアハウスなどへの転換

を図るというふうにしております。このうち、介

護型の13万床は廃止するというふうになってお

ります。 

 第３期の佐賀中部広域連合介護保険事業計画

によりますと、管内での介護保険施設等の整備状

況は国の目標を上回っておりまして、需要を満た

しているというふうになっております。新たな施

設整備は困難であるというふうにしております

が、現在でも特養などは待機者が随分おられると

いうようなことで、実態とは若干違うのではない
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かなと思っておりますが、今後、こうした適正化

策によって行き場を失う高齢者等の急増が考え

られるわけです。管内においても、老健施設等の

需要が急増するのではないかと予測されるわけ

ですね。 

 佐賀中部広域連合管内における現在の介護療

養型病床数が何床あるのか、そして、また、この

転換の影響をどのように考えておられるか、今後

の方針をどのように考えておられるのか、お示し

をいただきます。 

 以上で１回目の総括を終わります。 

○緒方消防課長 

 先ほど御質問いただきました亀井議員からの

質問にお答えしたいと思います。 

 広域消防の救急業務について４項目、初めに、

年間出動件数の推移についてという質問にお答

えいたします。 

 佐賀広域消防局管内の救急出動は、平成13年に

8,328件、平成14年8,572件、平成15年9,022件、

平成16年9,571件、平成17年には１万件を超えて、

現在１万239件となっております。 

 過去５年間では1,911件の増加となり、平成13

年と17年を比較いたしますと、増加率は約23％と

っております。 

 また、年ごとに見ますと、毎年約５ないし６％

の増加があっております。この増加現象は、うち

に限らず全国的なものでもあります。 

 それから、出場１回当たりの経費について、お

答えいたします。 

 救急出場１回当たりの経費としては、平成17年

度の決算をもとに、給与、消防車両等の維持費を

除く直接経費を算出いたしますと、年間5,400万

円、年間出動件数１万239件で割りますと、１回

の出場での経費は約5,200円となります。 

 続きまして、不要不急や間違い等による出動回

数について、お答えいたします。 

 不要不急につきましては明確に区別すること

が難しいため、間違い等による出動を含めまして、

消防局では不搬送として統計をとっております

が、過去５年間では3,638件、年平均で約700件と

なります。 

 ただ、不搬送として処理した場合でも、救急隊

が何らかの処置を施す場合もございますので、

700件すべてがむだな出動というわけではござい

ません。その統計についてはとっておりませんの

で、件数については定かではありません。 

 一つの例を紹介いたしますが、高齢者世帯や、

ひとり暮らしの人が軽い症状で不安があり、119

通報するというケースがありますが、救急隊が駆

けつけて観察して症状等について話を聞いてい

るうちに落ち着きを取り戻して、タクシーでの受

診にかわったり、翌日の通院受診となることもあ

ります。 

 それから、救急救命士の充足度について、お答

えいたします。 

 佐賀広域消防局には現在69名の救急救命士が

おります。それと11台の救急車を運用しておりま

す。 

 それで、救急救命士の充足について消防力の整

備指針等での基準はありませんが、当消防局での

１台の救急車には２名の救急救命士の常務を目

標として養成に取り組んでおります。現在では管

内の11台が稼働しておりますが、その救急救命士

１名を常に乗車させることができております。 

 以上です。 

○本間総務課長兼業務課長 

 佐賀中部広域連合管内における介護療養型病

床数と国の療養型病床の再編に対応して、今後の

方針はということでございます。 

 医療制度改革の中で、国は療養病床の再編成を

計画しておりまして、介護にも大きな影響を及ぼ

すものと考えられます。 

 現在の療養病床の状況についてですが、全国で

は医療型が25万床、介護型が13万床、議員おっし

ゃられたように全体で38万床でございます。 

 本広域連合圏域内では、これは県に聞いたとこ

ろですが、医療型はおおむね45施設の1,290床、

それから、御質問の介護型は17施設の471床とな

っております。 

 それから、広域連合の第３期介護保険事業計画、

現在の計画ですが、療養病床の再編成を踏まえた

計画とはなっておりません。当該再編成につきま
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しては、平成21年度から23年度までの第４期の介

護保険事業計画により、検討をしていくことにな

ろうかと思います。 

 以上です。 

○亀井議員 

 それぞれ答弁をいただきました。 

 まず、救急出動についてでございますけれども、

要請があれば、やはり出動をしないわけにはいか

ないということでありましょう。先ほどおっしゃ

られたような高齢者にとって頼もしい存在であ

ろうかということもわかります。ただ、中には本

当にタクシーがわりに使っておられる場合もあ

るように聞いておりますので、先ほど１回目でお

聞きした中で、１回当たりの出動経費が人件費等

を除けば5,200円ですか、ということでございま

した。こういったコストといったようなものも、

やはり私たち市民、住民に広域消防としてお知ら

せをいただいて、これだけお金がかかっているん

だというようなことで、税金が使われているんだ

ということを広報等でぜひお知らせをしていた

だきたいと思いますが、その辺のお考えをお聞か

せください。 

○緒方消防課長 

 先ほどの御質問にお答えいたします。 

 救急業務は、地域住民の生命、身体を守る業務

であり、安易に要請されたり、医療機関に搬送す

る必要性がない事案に出動することもあります。

真に緊急性を必要とする人に対して、迅速、的確

な対応に支障を来し、助かる命も助からないとい

うことがあってはならないものであり、地域住民

に不利益をこうむることがないようにと考えて

おります。 

 そこで、当消防局においては、救急講習時にお

いての受講者への周知、それと、イベント開催時

でのチラシ等の配布や広報誌への掲載など、あら

ゆる機会を活用して、地域住民に対して救急車の

適正な利用方法について理解していただくよう

努力をいたしております。身近なところでは、中

部広域連合から年２回発行されている広報誌「ふ

るさと広報・さが」10月号に救急車の適正利用に

ついて掲載することとしております。 

 消防局においては、今後も救急業務の本来の目

的である救命率の向上につながるよう、地域住民

に理解していただくために、さらなる努力を行っ

ていかなければならないものと考えております。 

 以上です。 

○亀井議員 

 わかりました。で、今御答弁いただきましたけ

れど、いわゆる１回当たりのコストについても、

たしか横浜市だったと思いますが、広報をしてお

られます。そういうことで、やはり市民、住民に

コスト意識を持っていただくということも大切

なことだと思いますので、ぜひやっていただきた

いと、これはお願いをして、答弁要りません。結

構です。ありがとうございました。 

 次に、介護保険計画について、ちょっとお尋ね

をしたいと思いますが、先日、佐賀新聞に３日連

続16日から特集がございました。もう既にこのこ

とによって、療養型病床が廃止になるということ

によって、先行きに見切りをつけて病院をやめた

りとか、それから、もう既に療養型病床を廃止し

たりとかというような動きが各地で急速に広が

っているんだということなんです。 

 広域連合の第３期計画は、18年度から20年度ま

であと２年間余りあるわけですから、その期間内

での見直しは難しいというような御答弁であろ

うかと思いますけれども、果たしてそれでいいの

だろうかなというふうに私は危惧をしておりま

す。 

 しかも、これは私の義父なんですが、療養型病

床に入院をしておりますけれども、医療制度の改

革等によって、この７月分から支払いがやはり２

万数千円ふえております。大変厳しい状況にもな

っておりますけれども、まだ義父の場合は何とか

支払い能力がございますので、入院を続けられる

わけですけれども、そのことによって退院を余儀

なくされる方も出てきておるやに聞いておりま

す。そういうことで、計画期間内で計画そのもの

を見直すということは非常に困難かとは思いま

すけれども、次の計画策定までほうっておいてい

いのかなということを思いますので、もう一遍そ

の辺の考えをお聞かせいただきたいと思います。 
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○本間総務課長兼業務課長 

 お答えいたします。 

 事業計画期間中に施設整備計画を見直すこと

は大変困難でございます。今のところ、個別に対

応するしかないものと考えております。 

 この期間内に療養病床が廃止された場合につ

きましては、療養病床には社会的入院の問題もあ

りますし、入院されていた方がその後の生活に困

られることがないようにする必要がございます。 

 介護保険制度では、こういう場合、利用者に対

し、次の施設や在宅サービスにつなぐなど、利用

者の以後の生活に向けての支援をするという義

務がそれぞれ事業者に課せられておりますので、

本広域連合としても、こういった支援について、

できる限り協力をしていきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○亀井議員 

 計画期間内の見直しは非常に困難だというこ

とであるけれども、利用者については定員とか、

療養先を変わる場合等の相談に応じて支援をし

ていきたいというようなことでございました。そ

のことについて不安に思っておられる方もたく

さんおられるわけですから、そのことを中部広域

連合ではこういう支援をしますということをぜ

ひお知らせをしていただきたいなと思いますが、

いかがでしょうか。 

○本間総務課長兼業務課長 

 こういうふうな施設に入所されている方につ

いては、その周りに居宅介護支援事業者、ケアマ

ネジャー等がついておりますので、ここら辺に情

報提供しながら、当人が困らないように、なるべ

く啓発等に努めていきたいというふうに考えて

おります。 

○平原議長 

 次に、永渕議員の発言を許可いたします。 

○永渕議員 

 おはようございます。通告に従いまして、２点

について質問いたします。 

 まず第１点目、介護保険事務の経費節減への取

り組みについての質問です。 

 この質問をするに至ったきっかけは、先日、私

のところに、ある市民の方より連絡がありました。

それで、「こがんこっちゃいかん」と、「むだ遣

いじゃないか」と興奮し、かつ説得できないよう

な感じでまくし立てられますので、「どがんした

とですか」と尋ねましたら、「中部広域連合より、

ほとんど同じ内容の文書が２通送られてきた。こ

れは１通で間に合うんじゃないか」と、こういう

ふうに言われるわけですね。「１通はむだじゃな

いか」と。ここに持ってまいりましたが、確かに

ほとんど同じ内容の文書であります。ただ、片方

は特別徴収票、片方は普通徴収票になっておるわ

けですが、本人の方へ「別々に郵便でこれも送ら

れてきた。また、これも別々にまた送られてきた」

ということで、この受け取られた方は、これはむ

だ遣いというふうに思われたわけですね。 

 当局にすぐ連絡をいたしましたら、早速対応し

ていただきまして、内容について検討をしていた

だきました。もう一定の解決策を示していただき

ました。今回の対応につきましては大変評価し、

また感謝しているところであります。 

 この問題を取り上げた場合に、非常に感じたこ

とが２点あったので、今回の一般質問をすること

にしたわけでございます。 

 まず第１点目は、市民からの苦情があった場合、

苦情処理がその時々の窓口担当者の判断と裁量

に任せられているのではないかというふうに考

えたんです。１件の苦情の裏には100件のクレー

ムが隠れていると。この前、市議会議員の研修会

でもそういう話がありましたが、１件のクレーム

ということを大事に考えて、裏に隠れている100

件のクレームについても対応をしていかないと

いけないと、そういった目で苦情というものをと

らえ直してみますと、問題解決のための絶好の機

会だというふうに考えるわけです。当局や当事者

にとっては嫌な気もするかもしれませんが、外か

らの第三者の意見は大変に貴重な宝物だという

ふうに考えられるわけです。どう生かしていくの

か、連合全体としての対応が必要ではないかとい

うふうに思いますが、どうでしょうか。 

 それからもう１点は、経費節減のための取り組
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みはどうなさっているのだろうかと。今回こうい

う問題が出たことで検討され、幾らか改善された、

あるいは改善されるか、そういうことであろうか

と思いますが、やはり常時そういうことの検討を

する必要があるんじゃないか。例えば、佐賀市の

場合には行革推進会議のような、第三者による組

織的な検討機関があります。市役所内部での行政

改革推進本部や幹事会のようなものもあるわけ

です。常に経費節減が意識されている。当局とし

てはどのようにそういう経費削減の取り組みを

されているのか、その辺について御質問をしたい

と思っております。 

 次に、第２点目、火災情報の関係者への連絡に

ついて質問いたします。 

 火災が発生したときには関係者に緊急連絡情

報を正確に、しかも確実に伝達することが必要で

す。私も佐賀市消防団中央分団第10部に所属する

消防団員であります。昨日は夏季訓練ということ

で訓練を行って、市の重役の方にも、広域の消防

の方にも来ていただきましたが、現在の佐賀広域

消防局の情報提供、消防団員でありますから、私

にも情報が提供されるかと思いますけれども、具

体的には消防自動車がぱーっとサイレンを鳴ら

して走っていきますと、すぐ電話をかけるわけで

すね。0180－999－000、これはどなたにもできる、

番号もみんなに連絡してあるわけですが、その電

話をすると、「神野東３丁目で建物火災が発生中。

消防隊が活動中です」というようなアナウンスが

機械的に聞こえるわけです。３丁目というふうに

言われますので、それじゃ、早速自分も出動しな

きゃということで行くわけですが、３丁目もかな

り広いわけでございまして、あちこち探して回っ

ても、なかなか現場に届かないと。煙が出ていれ

ば、煙の方向を見ながら走っていくことになりま

すが、なかなか現場に着くのがおくれたり、それ

から、また、消防自動車がサイレンを鳴らして走

ったのに気がつかない場合は火災発生自体を知

らないということで出動しないということにな

ります。 

 担当地区の部長さんには、分団長の指示がある

ということで、各団員へ連絡をせにゃいかんごと

なるわけですが、やはり電話をかけている間も貴

重な時間ですから、なかなかその伝達をうまくで

きないと。電話も、連絡とれる場合もありますし、

とれない場合もあります。連絡網というものも途

中が切れていれば、なかなかうまくいかないとい

うことで、最近は団員が皆、部長も含めて、サラ

リーマンの方が佐賀市は非常に多いわけですが、

そういった意味で情報伝達が極めて困難に陥っ

ているのが現状です。 

 この問題を解決している自治体消防局があり

ます。これは以前に視察に参りました宮城県名取

市でございました。この消防局では、火災が発生

するや関係者すべてに「何丁目何番地の○○さん

のお宅で火災が発生」と、各自の携帯電話へ緊急

のメールが流されておりました。その正確な情報

を得て、即座に消防団員等、関係者ですね、対応

ができておりました。 

 佐賀県においても、最近は県が「防災ネットあ

んあん」というものを提供しております。「あん

あん」の内容は、火災なんかも連絡してくれるわ

けですが、やはりちょっと中身はまたさっきの神

野東３丁目というぐらいのレベルでございます。

これも登録をする必要があるんですね。情報の負

担は各個人でしておられると思います。登録した

人に対してだけ、防災安全・安心情報を即座にメ

ールで提供しております。登録しておけば、大変

便利なものでございます。 

 広域消防として、関係者の携帯電話へのメール

による緊急連絡について御見解をお示し願いた

いというふうに思います。 

 以上２点について質問をいたします。よろしく

御答弁をお願いいたします。 

○本間総務課長兼業務課長 

 永渕議員の御質問にお答えいたします。 

 まず１点目の住民の皆様からの苦情に対する

対応と御意見をどう行政に生かしているかとい

う御質問でございます。議員が例示で取り上げら

れました件を参考に申しますと、この件は、本年

７月の本算定通知の際、同じ方に普通徴収と特別

徴収、これは８月、９月が普通徴収で、10月から

年金天引きというふうな特別徴収に切りかわる
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方でございましたが、いわゆる併徴分、この介護

保険医療通知書を、システムの関係から別々に２

通送付をしたものです。この件に関しましては、

早速内部で事務局長を含めて協議をいたしまし

た。御本人の側に立ってみれば、一本化するのが

適当ですので、併徴分の通知については次回、来

年度から１通にまとめて送付するように改善を

いたすところでございます。 

 このように、個々の案件については対応した職

員がその内容を上司に報告することになってお

りまして、その後、事務局長を含めて対応をいた

しているところでございます。 

 それから、２点目の経費節減のための取り組み

に関する御質問でございますが、当広域連合内に

は佐賀市の行政改革推進会議のような機関は設

置しておりません。経費節減については、内部で

協議し、速やかに対応するよう心がけております。

御案内のとおり、介護保険事業は高齢者人口の増

加とともに、給付費が増大してきておりますので、

小さな事柄でもむだなものは見直して、保険料の

上昇を抑えるために努力していきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○緒方消防課長 

 それでは、永渕議員の質問にお答えいたします。 

 火災時における関係者、関係機関への情報提供

は迅速、的確、詳細に行うべきものと考えており

ます。 

 特に消防団員の方々への詳細な情報提供は大

変重要なことと認識しております。火災時の119

通報については、受信時に通報者から詳細に住所

を確認することを最重点に取り組んでおります。

この情報に基づき、災害場所の詳細情報を提供で

きるよう努力しているところでありますが、しか

しながら、119受信した場合、特に新興住宅の住

民の方、若い方等において、その地域の状況を知

らない場合が見られ、時には番地等も知らない方

もあり、場所の特定に苦慮することもあります。 

 消防団員の方々への情報提供の現状を説明い

たしますと、旧佐賀市においては分団長以上に受

令機、この受令機はトランシーバーのような形で

無線を受信する機器ですが、この受令機を配付し

ております。旧大和町、富士町は防災行政無線で

北部消防署からサイレンの吹鳴と放送を行って

おります。旧諸富町については、南部消防署から

サイン吹鳴のみを実施し、支所の担当者への連絡、

夜間は警備員の方へ連絡をしております。また、

多久市においては多久消防署から一斉指令で放

送を行い、各分団車庫に設置されている放送設備

により、団員の方へ周知しております。小城市に

あっては防災行政無線で小城消防署からサイレ

ン吹鳴と放送を実施、また、川副町、東与賀町、

久保田町は防災行政無線、オフトーク通信により

南部消防署からサイレン吹鳴、放送を行い、情報

の提供を行っております。 

 消防団の方の初動体制の充実を図るためには、

情報提供の迅速化、確実性をさらに高めていく必

要があると考えておりますが、その方法といたし

まして、佐賀消防団で運用されている受令機の活

用、ファクスによる情報提供、災害情報メール配

信等を検討しているところです。 

 消防における体制整備については、人材の確保、

消防車両、消防資機材の整備、情報支援体制の整

備が重要と考えておりますが、これらの整備のす

べてがバランスよく整うことによって、その機能

が十分発揮されるものであります。 

 情報支援体制の整備につきましても、最先端技

術を取り入れた整備、議員御指摘のメール配信も

その一つですが、対策を講じ、情報支援体制の向

上を図っていかなければならないと考えており

ます。 

 消防団員の方々、消防職員、関係機関等、限ら

れた範囲への情報提供は、できるだけ詳細な情報

を提供できる体制を早期に図り、災害活動の充実

を期していく必要があると判断しております。 

 いずれにいたしましても、正確な情報の提供が

災害防御のよしあしを左右するものであること

から十分な協議を行い、最善を尽くし、早期の実

現を期したいと考えております。 

○永渕議員 

 それぞれ御答弁いただきました。介護保険の経

費削減についての件から先に質問しますが、まず
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最初、苦情処理の件を質問したんですが、それに

ついての答弁が抜けていたかなと思います。苦情

処理の窓口について、もう一度ちょっとお答えを

お願いしたいと思います。 

 介護保険の経費削減については、これまでの具

体的な努力の事例、どのような節減項目があるの

か、その辺の御答弁をお願いしたいと思います。 

○本間総務課長兼業務課長 

 苦情処理につきましては、重たい件につきまし

ては事務局長まで報告を個々にいたしておりま

して、それぞれ問題がある場合には事務局長を含

めてそれぞれ各課対応で検討をいたしておると

ころです。 

 それから、事務的な経費につきましては、これ

は一般会計の方で支出をしておりますが、介護保

険という単一業務でありますために、人件費とか

事務的経費はなかなか節減の対象にはならない

ところですが、一番大きな人件費につきまして、

介護保険事務担当職員の減員についてですが、平

成12年発足当時49名職員がおりまして、現在、平

成18年は43名、介護保険事務職員がおります。特

に、平成18年は前年度までの４課４課長体制から

４課２課長体制に変更いたしております。この間、

６名減員をいたしておりますが、一般職員の平均

給料額を650万円と見ますと、この４人分。それ

から、課長給、平均給与年額約950万円で見ます

と、この２人分、合計で4,500万円の経費節減効

果があるものと思われます。 

 それから、認定審査会の委員報酬ですが、平成

17年度で年間440回ほど開催をいたしております

が、平成16年度からそれまでの合議体、５名出席

のところを４名に変更いたしまして、年間280万

円ほどの減額をいたしております。これは小さな

ことで、当然のことですが、資料作成等につきま

しては両面印刷だとか、裏紙の利用だとか、それ

から、事務所の経費としてトイレの消灯だとか、

昼休みの消灯を実施いたしているところでござ

います。 

○永渕議員 

 努力をされているということはわかるわけで

すが、他の団体ですね、ほかの広域連合もありま

すが、そういう他の団体、あるいはまた、同規模

の中核市の場合と比較して、経費の率とか額は、

うちの団体は安いのか高いのか、その辺のことが

わかりましたら、ひとつお答え願いたいと思いま

す。 

○本間総務課長兼業務課長 

 他団体との事務経費の比較ということですが、

広域連合というふうな組織であるために、単独の

保険者、こちらは連合の方で議会を抱えていると

か、それから、単独の保険者につきましては、例

えば、電算経費はシステムにかかわりますので、

情報管理の所管であるとか、なかなか簡単な比較

ができない状況でございます。 

 それから、当広域連合と人口規模が同程度の広

域連合は、大阪府のくすのき広域連合と、愛知県

の知多北部広域連合がございますが、こちらの方

も徴収部門をそれぞれ構成市町村の方でお願い

をしている。また、高齢化率の関係で認定者数が

異なるなど、広域連合と組織や地域特性が異なる

ために、なかなか比較が難しい状況でございます。 

 ただ、今後、地域支援事業だとか地域包括支援

センターとかの業務が入ってきておりますので、

そこら辺も含めて、こういう類似の都市との比較

は今後検討をしていきたいというふうに考えて

おります。 

○永渕議員 

 なかなか比較は難しいということで、特別、広

域連合が経費が高くついているというわけでも

ないのかなという感じは印象として持ったわけ

ですが、いいことをやっているようなほかの都市

があれば、そういったところに学んで、どんどん

経費削減に努めてほしいと思います。 

 先ほどの具体的な節減項目の中でも、郵便料等

はまだお話としては上がっていなかったようで

すが、大変郵便料は大きな金額になるんじゃない

かと思われます。郵便料についての節減努力はど

うされているのか、その辺のことと、それから、

郵政民営化ということで郵便も民営となるとい

うふうに聞いているわけですが、現在でもメール

便とか宅配便とか冊子小包のような格好でよく

うちの方にも来るわけでございますが、そういっ
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たものの経費削減の可能性があれば、当然検討す

べきではないかというふうに考えております。 

 例えば、全戸配布が安くつくなら全戸配布とか、

そういう形でやった方がいい場合もあるわけで

すが、そういうものの検討をどうされているのか、

現在対応されているのは郵便だけではないかと

思いますが、もっと他方向からの検討が必要では

ないかと、その辺のことについて御答弁をお願い

したいと思います。 

○本間総務課長兼業務課長 

 お尋ねの郵便料ですが、介護保険料関係につき

ましては、これが大変大きな発送数で、年間20万

通ぐらいになるかと思いますが、経費については

1,300万円ほど経費がかかっております。介護保

険事務全体では年間2,500万円程度、郵送料の経

費がかかっておりまして、当然にこれまで経費節

減をいたしておりまして、例えば、打ち出しのプ

ログラムを改修いたしまして、あて名のところに

バーコードをつけることによって、バーコード入

りの郵便にしたり、それから、当然、市内特別郵

便ということで地区ごとにまとめて発送をした

り、それから、郵便局に持っていく際に、郵便番

号順に並べますと、これも経費節減になります。

こういうことで、年間350万円ほどの減額になっ

ておるというふうに考えております。 

 それから、郵政民営化のお話が出ましたが、日

本郵政公社は、平成19年10月に郵便局株式会社や、

郵便事業株式会社などに民営化されると聞いて

おります。ただ、保険料の納付書など、これは差

出人から特定の受取人にその内容を伝えるため

に送付する、いわゆる信書というふうな形になり

ますが、これにつきましてはさまざまな規制があ

るために、民営化後も郵便局の方でしか取り扱え

ないものと考えております。信書以外のパンフレ

ットなどにつきましては、そういう機会がありま

したら、経費節減の可能性があれば、積極的に取

り組んでいきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○永渕議員 

 郵便関係も含めて、いろんな方向で検討、努力

をされていくということが大事かと思います。介

護保険料が値上がりしまして、年金から天引きさ

れるということで、市民の方としては非常に心の

中にもやもやしたものがあるんじゃないかと。自

たちの手の届かない、どうなっているんだと、ど

んどん上がっていくのに──それはいろいろ事

情がもちろんあるのはわかるわけですが、そうい

ったことについて、やはりしっかりとした削減努

力がなされて、また、そういった内容の裏付けと

いうか、方法があれば、先ほどの消防の件で亀井

議員もおっしゃられましたが、広報がきちんとし

ているということは、納得して保険料を払ってい

ただくための、今まさに必要なことだろうと思い

ます。不満があって納めない人がふえてくるとい

うことではいけませんので、なお一層当局の努力

を求めて、介護保険については一応終わりにした

いと思います。 

 それじゃ、続けて広域消防局の方に一問一答の

質問をいたしたいと思います。 

 御答弁で大方のことはわかったわけですが、携

帯電話のメールばかりじゃなくて、いろんな形の

ものを検討されているということでありました。

携帯電話のメールについて、具体的に先進地とい

いますか、実施している消防局について調査され

たのかどうか、そういう検討をされるなら、やっ

ぱりそういう具体的なものを見てみないとわか

らないと思います。 

 メールを何で言うかといいますと、非常に予算

も少なくて済むんじゃないかと思っております

ので、そういった面で、どうであったかの御答弁

をお願いします。 

○緒方消防課長 

 それでは、お答えいたします。 

 メール配信については整備検討するに当たり、

県内、それと他都市の先進地へ費用、運用面につ

いて調査を行うよう考えていたところですが、先

日、議員から御指導いただいた名取市、あわせて

県内先進地で調査を行っていたところです。 

 それで、他市の状況につきましては、先ほど御

指導があった名取市の状況については、メール配

信の整備は４年前に実施されたということで、通

信システムの構築の際にメール配信を含めた整
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備をしたものと聞いております。 

 それと、活用としては職員の招集、消防団員の

招集に活用して、消防団員については部長、班長

にメールを配信し、部長、班長さんから団員の方

へ連絡をとり、招集をして実施しているとのこと

でした。情報提供としては火災情報、地震情報、

警報情報を配信しているとのことであります。 

 それでまた、唐津市消防本部の状況は、市民、

消防団員、消防職員を対象として災害情報を配信

しております。 

 それで、整備費用は816万円かかったというこ

とです。提供情報は消防本部からは火災情報、救

助情報を配信して、火災時の住所については対象

が市民であることから字名まで、または何々付近

までの情報を配信しているということでした。 

 また、唐津市の方からは地震情報とか、行方不

明者等の情報について配信しているとのことで

ありました。 

 また、平成18年７月３日から運用されている佐

賀県のメール配信事業、「防災ネットあんあん」

についての整備費用については630万円ほどとな

っているとのことでした。 

 以上です。 

○永渕議員 

 調査をしていただいて、いろいろおわかりだと

思いますが、そんなに費用的には巨額の費用がか

かるということではないんだということは御理

解いただけるんじゃないかと。内容については、

なかなか難しい問題があって、個人情報等の問題

もあるわけでございますが、関係者だけの配信で

あれば、クリアできるんじゃないかと。消防関係

者であれば、具体的な、細かい情報でも当然いい

んじゃないかというふうに考えておりますが、そ

の点がどうかというのが１点ですね。 

 それからまた、今後の広域消防としての問題は、

例えば、水害とか、津波とか、地震、高潮、自然

災害による情報提供、それから避難誘導。特に、

ことしは国民保護法に基づく国民保護計画を自

治体が作成しておりますけれども、その避難誘導

においても消防局を初め、消防団などの関係者が

一番頼りになる重要な部隊になるというふうに

考えております。これらの件について、どういう

ふうにお考えなのか、また、どのような対応をさ

れているのか、以上２点について質問しましたが、

お答え願いたいと思います。 

○緒方消防課長 

 それでは、お答えいたします。 

 関係者への情報についてですが、火災時におけ

る詳細情報の提供については、個人情報との関係

もありますけれども、災害時の活動の支援に対す

る消防団の方々の出動要請ととらえた場合には、

情報の提供は問題ないものと判断いたしており

ます。 

 それと、先ほど御指摘いただいた国民保護法と

の関係ですが、今後、国民保護法に基づき、消防

機関は住民の避難等の措置を行うことと義務づ

けられております。各自治体、消防関係者との連

携を的確に、かつ迅速に実施する必要があります。

特に市町村の国民保護部局、消防関係機関との連

携、職員の参集基準、活動要領、情報収集体制に

ついても整備しておく必要があると考えており

ます。そのほかにも各災害に関する情報、警報等

の情報提供手段としても、このメール配信の整備

も一つの方策と考えております。このことも踏ま

えて早期実現を図りたいと考えております。 

 以上です。 

○永渕議員 

 早期の実現をということで、お願いできれば大

変力になっていくんじゃないかと思います。やは

り災害の時点で正確な情報が伝わらないと、非常

に変なうわさが流れたり、住民不安が出てきたり

して、その結果でかえってマイナスの点が非常に

出てくるということで、消防団員の部分だけでも

正確な情報が伝わっていくということは非常に

大切なことかなというふうに思っておりますの

で、ぜひともメール関係の実現をお願いしたいと

思います。 

 最後にそこまでお願いできましたら、時期につ

いてどうお考えか、お願いしたいと思います。 

○緒方消防課長 

 時期については施設整備等、いろんな問題を抱

えておる中で、早期に実現したいというふうには
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思っております。今後、できれば早い時期にと考

えておりますけれども、なかなかそういうふうな

施設整備等の兼ね合いもありまして、協議をしな

がら進めていきたいというふうに思います。 

 それと、先ほどの情報提供の状況で一つ漏れが

あったことを御報告いたします。 

 多久の方では消防団へ各分団が班長さんまで

メール配信をやっているということでしたので、

補足説明させていただきたいと思います。失礼い

たしました。 

○永渕議員 

 もう多久の方では班長さんまで、そういったメ

ールを使っておられるということね。やはり広域

連合として、きちっと考えて対応していただけれ

ばというふうに思っております。 

 以上で質問終わります。 

○平原議長 

 次に、佐藤議員の質問を許可します。 

○佐藤議員 

 介護保険制度改定後の実態について質問いた

します。 

 要旨に書いておりますけれども、要旨の５点ま

で質問いたします。 

 まず第１に、家族介護の実態でありますが、介

護保険の導入時、政府はその目的を、家族介護か

ら社会が支える制度、在宅で安心できる介護へと

いうことを盛んに宣伝いたしました。しかしなが

ら、その実態は老老介護の末に認知症の妻を絞殺

し、みずからの命を絶ったという名古屋の事件が

ありました。そして、つい最近でも皆さん御存じ

のように京都の事件がありました。息子さんがお

母さんを絞殺する。そして、みずからも命を絶と

うとした。これは裁判になりましたが、本当に全

国的な介護の実態が明らかになるという内容で

もあったと思います。こういった介護と生活困窮

の中で、国のうたい文句のような、そういう介護

の実態が必ずしも進んでいない、このように私は

思います。在宅介護されている方々が、このよう

な状況に陥らないためにも、老老介護、あるいは

一人の家族の方が、親や、あるいは肉親を介護さ

れている、そういう実態と状況を連合や自治体と

して十分に把握しておくことが必要だと思いま

すが、その実態はどのようになっているか、お尋

ねいたします。 

 二つ目に、最近の高齢者に対する増税、これは

平成16年度税制改正、公的年金等控除の縮小、そ

して、老齢者控除の廃止が行われました。５月の

市町村民税の納付書が発送された後に、各自治体

の窓口には苦情や相談者が殺到するという状況

が生まれました。 

 また、平成17年度税制改正では、定率減税の半

減と、65歳以上の高齢者は125万円までは住民税

が非課税となっていますが、この制度が廃止をさ

れます。これらの増税に加えて、住民税が非課税

から課税にかわることによる国民健康保険税や

介護保険料のさらなる負担へとつながっていき

ます。厚生労働省の試算では、高齢者本人が新た

に課税となり、新第３段階より新第５段階となる

人が8.7％、新第４段階から新第５段階になる人

が6.2％、世帯が課税世帯となり、段階が上昇す

る非課税者が1.2％、この全体を合計しますと、

16.1％、実に６人に一人の方が、保険料段階が上

昇するという、まさに雪だるま式の負担増となっ

ています。 

 連合内でこの影響がどのようにあらわれてい

るか、また、その対応についてお尋ねします。 

 さらには、昨年10月から居住費、食費の全額自

己負担に対しまして、国は低所得者対策として、

市町村民税非課税の人を対象とした補足給付を

行ってきました。現在、補足給付を受けている人

数と、今後の対策について質問いたします。 

 それから、３点目として、今年度の介護保険法

の改定によって、要介護１、要支援１と２と認定

されている方で、特別養護老人ホームに入所され

ている方は３年間の経過措置後、退所しなくては

なりません。これらの方々もその認定によって、

判定が変わることも当然あるわけですが、現段階

での対象者は何名おられるのか。そして、この

方々の受け皿は、個々人の努力に任されているの

か、それとも、連合内として何らかの支援策を考

えておられるのか、お尋ねをします。 

 ４番目には、特別養護老人ホームの現在の定員
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数と待機者の数をお尋ねします。 

 ５番目に、昨年10月からの居住費と食費の全額

自己負担に耐え切れずに、自主的に施設を退所さ

れた方、これが域内におられるのか、お尋ねをし

ます。 

○藤野認定審査課長兼給付課長 

 佐藤議員の介護保険制度改定後の実態につい

てということで、御答弁をいたしたいと思います。 

 まず、家族介護の実態ですけれども、老老介護

については域内、全世帯を調査いたしたものはあ

りませんが、平成16年10月に本連合で実施した高

齢者要望等実態調査の中に、家族の状況をお尋ね

した項目がありますので、その集計値でお答えを

したいと思います。 

 この実態調査は、事業計画作成のために居宅サ

ービス、施設サービス利用者のそれぞれ５割を抽

出して実施し、そのうち居宅サービス利用者の方

については、3,813人の方から回答を得ておりま

す。回答がありました3,813人の世帯状況を見て

みると、本人とその配偶者、これは65歳以上です

けれども──のみの世帯であるとの回答が596人

で全体で15.6％、本人と配偶者以外の高齢者、65

歳以上のみの世帯であるとの回答が140人で全体

の3.7％、合わせて736人、19.3％の方が老老介護

との調査結果が出ております。 

 居宅サービス利用者の約２割の方が老老介護

の世帯であるとすれば、平成18年３月、利用者数

で見てみますと、居宅サービスの利用者が7,916

人おられますので、その２割、1,583世帯の方が

老老介護であると推計をされます。 

 次に、公的年金控除の縮小及び高齢者の非課税

限度額125万円の廃止による食費及び居住費の補

足給付の現状と影響について、お答えをいたしま

す。 

 高齢者の非課税措置125万円の廃止による影響

といたしましては、今年度負担限度額認定申請者、

補足給付申請者2,436件、これは８月24日時点で

す──のうち、税制改正の影響を受け、市町村民

税課税世帯となった方が113件ございました。市

町民税の課税世帯については、補足給付の対象外

でありますが、激変緩和措置によりまして、113

名のうち28名の方が３段階の適用となっており

ます。公的年金控除の縮小による影響につきまし

ては、激変緩和措置の対象とはなっていないため、

正確な数字は把握できておりません。 

 次に、要介護１から要支援１、２の方は改定後

３年の経過措置後、特老入所者は退所せざるを得

ないその人数と対応についてですけれども、平成

18年６月の給付実績で見てみますと、特別養護老

人ホーム入所者のうち、要支援２に該当される方

が１名おられます。また、要介護１の方が89名入

所されておりますので、今後も要支援２の認定を

受ける方が出てくるものと考えております。 

 経過措置が平成21年３月末までとなっており

ますので、それまでの間は更新認定等で要介護１

以上の認定がなされない場合は退所していただ

くことになります。退所に際しましては、入所の

方が困ることがないように、市町村の福祉担当者、

施設、御家族などと十分に協議しながら対応して

いきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○本間総務課長兼業務課長 

 まず、税制改正の方で保険料に対する影響でご

ざいますが、平成16年度税制改正で公的年金課税

の見直し、それから、17年度税制改正で高齢者の

非課税限度額が廃止になっております。非課税か

ら課税となる方には当然保険料段階が上がりま

す。それから、税制改正の影響で、新たに課税と

なる方が同世帯にいる住民税非課税の方、例えば、

夫が今まで非課税であったのが課税になった関

係で、妻が非課税であるにもかかわらず、保険料

段階が上昇することになります。 

 この対応ですが、これらの方々の負担を少しで

も軽減できるように、平成17年１月１日現在、65

歳以上の方を対象に、保険料の急激な負担増とな

らないように経過措置がなされておりまして、こ

の経過措置の対象者9,396人の被保険者がその激

変緩和措置の対象となりました。税制改正があっ

たために、１段階上がった方が5,432人、２段階

上がった方が3,905人、３段階上がった方が59人

で、本算定時における被保険者数７万7,864人の

うち、全体の12.1％の方が税制改正の影響を受け
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ることになりました。 

 それから、特養施設の定員数と待機者の実態で

ございますが、介護老人福祉施設の定員数と待機

者の実態は、まず定員数につきましては、本広域

連合圏域内には、現在、介護老人福祉施設は20施

設あり、その定員を合計すると1,241人となりま

す。また、本広域連合の被保険者の中の介護老人

福祉施設の待機者、これは施設入所申込者ですが、

これにつきましては平成18年５月１日現在の、こ

の施設への調査によりますと、待機者1,191人と

なっております。 

 それから、ホテルコストによる特老入所者の自

主退所者の状況についてということで、今回の制

度改正によりまして、平成17年10月から施設にお

ける食費、居住費が自己負担となっており、改正

後、約10カ月が経過しております。 

 本広域連合圏域内のすべての介護老人福祉施

設に聞き取りを行っておりますが、これを理由に

自主退所をされた方は現在のところはないとい

うふうに聞いております。 

 以上でございます。 

○佐藤議員 

 まず最初の家族介護の実態について再質問さ

せていただきますけれども、今答弁があったのは、

この３期計画の第３章高齢者等の状況、19ページ

に家族の状況としてその実態調査が載っている

わけですけれども、この家族の状況を詳しくやっ

ぱりつかんでいないわけですよね、広域連合とし

ても。この実態調査からの今の数字、本人と配偶

者以外の高齢者、65歳以上のみの世帯は140人だ

と、3.7％。そういった数字を言われましたけれ

ども、ここにある本人だけの単身世帯、これは

19.1％、この老老介護と本人だけのひとり暮らし

の世帯と合わせていけば、全体の38.4％になるん

ですよね。こういった方が、今介護の実態として

あるわけです。 

 こういう家族の在宅介護の方々を十分につか

んでいくためには今ホームヘルパーさんとか、あ

るいは民生委員さんとか、そういう方々が努力を

されています。これは十分にわかるわけですけれ

ども、しかし、京都であったような事件、あるい

は名古屋であったような事件というのは、生活困

窮のためにホームヘルパーさんをね、在宅サービ

スを受けることができないような、そういう状況

があるわけですよね。そういった方々がこの介護

という今の現実社会の中で、本当に広域連合、あ

るいは自治体が十分につかんでいれば、なくさな

くてもいい命、起こさなくてもいい事件、防止す

ることができると思うんですよ。そういう努力が

私は必要だと思うんですけれども、本当にこうい

う十分につかんでいない実態でいいと考えてお

られるのか。それとも、自治体とも協力をしなが

らそういう状況を十分に把握していきたいとい

うふうに思っておられるのか、再度質問します。 

○藤野認定審査課長兼給付課長 

 老老介護についての世帯の把握ですけれども、

連合での世帯把握というのは大変難しいわけで

すけれども、構成市町の方で把握に努めていただ

くことがよいかというふうに思っております。 

 ただ、問題がある家庭等については近所の方、

民生委員さんからのいろんな情報がある程度は

市町村の方に入っていっているんじゃないかと

いうふうに思っております。 

 今後の対応ですが、在宅で何らかの介護サービ

スを受けておられる方につきましては、担当ケア

マネジャーがついております。問題がある家庭に

ついては把握をしていると思いますけれども、そ

ういった場合にはいろんな相談に応じていると

思います。 

 また、今年度からは、各市町に地域包括支援セ

ンターが設置をされておりますが、要支援者に対

するケアプランの作成については、地域包括支援

センターの方で行うようになっておりますので、

そういった地域包括支援センターからの家庭訪

問等を行いながら、市町と連携をとりながら、問

題のある家庭といいますか、そういったところに

ついては把握をやっていきたいというふうに考

えております。 

○佐藤議員 

 先ほど答弁で、地域包括支援センターの家庭訪

問等をして実態をつかんでいくんだという御答

弁がありましたけれども、地域包括支援センター、
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これは人材的に保障がされているのかどうか。今

度新たにできましたよね、法改正で。ところが、

やっぱり今の現状の中で、地域包括支援センター

としてすべての仕事をやっていこうと思えば、人

手が足りないわけですよ。そういった中に、この

老老介護や、一人で生活されている介護を必要と

される方々、こういった方々を家庭訪問で十分に

把握していくことできますか、再度お尋ねします。 

 それと、もしそういうふうに言うんだったら、

そういう地域包括支援センターの予算づけも私

は当然必要だと思うんですよ。そのことについて

お尋ねをします。 

○藤野認定審査課長兼給付課長 

 地域包括支援センターは本年度から設置をさ

れたわけですけれども、設置したばかりでまだ人

的には不十分な面もあるかと思いますが、現状で

はそういった対処の中で把握をやっていきたい。 

 それから、地域老人クラブとかは地域の資源と

いいますか、そういったものもございますし、各

市町の保険担当者の方にお願いして、また民生委

員、それから老人クラブの方々、そういった方々

に調査等をお願いしながら、実態等を把握してい

きたいと思います。 

○佐藤議員 

 全体を把握するというのは難しいというのは

私もよくわかります。しかしながら、やはりこう

いう今の生活実態をつかんでいくということは、

連合としても、自治体としても大変重要だという

ことを重ねて発言をしておきます。 

 ２番目の増税による影響の問題ですけれども、

先ほど答弁いただきましたけれども、激変緩和該

当者が9,396人いらっしゃるということですけれ

ども、この激変緩和に対する予算づけ、これはど

ういうものになっていますか、お尋ねします。 

○本間総務課長兼業務課長 

 激変緩和の該当者9,396人の予算づけというふ

うにおっしゃられましたが、保険料にどういうふ

うに反映されているかというふうなことだろう

と思いますが、第３期の介護保険料の算定のとき

には、国から示された算定シートというのを用い

て保険料を算定いたします。 

 この算定の際に、激変緩和措置の対象者を予測

して、シートに推計値を入れて算定をするという

ふうなことで今回の介護保険料の基準月額を算

定いたしたところでございます。 

○佐藤議員 

 激変緩和策ということでされていますけれど

もね。今の答弁をお聞きしますと、この激変緩和

に対する国の予算というのが全くないわけです

よね。個々の広域連合内での保険料で賄っている

ということでしょう。もう一度確認します。 

○本間総務課長兼業務課長 

 当然にそれぞれの保険者で、算定シートで保険

料を算定していきますので、国の予算が入ってく

るということはございません。 

 それから、激変緩和の分は当然、保険料として

そのまま激変緩和を考慮しなければ、保険料が余

計に入ってくることになりますので、この激変緩

和を算定シートに組み入れることによって、基準

月額を少し下げる効果が出てきているというふ

うになります。 

○佐藤議員 

 この激変緩和策も18年度、19年度ですか、２カ

年の経過措置だというふうに思います。それで、

17年度の、さっき言われた125万円の非課税、こ

れが廃止になるわけですよね。そういった形でま

た新たに負担がふえてくると思うんですけれど

も、17年度の税制改正によって。これは今後でし

ょう。そのときに、この激変緩和、そこまで見越

して保険料の算定をされているのか、お尋ねしま

す。 

○本間総務課長兼業務課長 

 介護保険の事業計画については、平成18年、19

年、20年度の３カ年で算定をいたしておりますの

で、この激変緩和措置については、段階が上がっ

た、それぞれ年額との差を３分の１ずつ埋めてい

くということで、初年度３分の２を減額する、次

年度３分の１を減額する、３年度にそれぞれの段

階の保険料を徴収するという形で、すべて３カ年

を含んだ形で算定をされております。 

○佐藤議員 

 いずれにしましても、この国の税制改正によっ
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て大きな負担になっているというのは明らかで

すよね。食費や、あるいは居住費の全額個人負担

によって、そういう負担も重石となって出てきて

いるというふうに思います。 

 次３点目ですけれども、３年間の今後の経過措

置の後に要介護１、要支援１、２というふうに判

定をされている方は、退所せざるを得ないわけで

すけれども、そういった退所の方が現在90名近く

おられるという答弁でしたけれども、この退所を

するという受け皿ですね、これを個々の努力もあ

りますけれども、各自治体との連携、あるいは家

族との相談をしながら受け皿をつくっていくと

いうことを言われましたけれども、この経過措置

の後に、この90名近くの方々は認定評価が変わら

なければ出ざるを得ません。これで本当にね、そ

の法の改正とは言いながらも、介護保険制度とし

て中部広域連合としてこれでいいのかというふ

うに思いませんか。この受け皿というのはほとん

ど在宅ですよね。今さっき質問があったように、

医療改革によって社会的入院等の人を減らして

いくということで、ベッド数を物すごく減らして

いますよね。そういった状況で退所せざるを得な

い人たちがどこに戻っていくのか。恐らく６割、

７割近くが在宅だと思います。そのときに、家族

の人たちの生活の状況、幾ら法で決まったとはい

え、本当にそれでいいのかという疑問が生じてく

るんですけれども、藤野課長どのように思われま

すか。 

○藤野認定審査課長兼給付課長 

 介護保険３施設関係に入所できる方について

は、要介護１以上の方というふうに規定があるわ

けですけれども、今回の制度の改正の中で、要介

護１の方のうち、状態が安定している方につきま

しては、要支援２というふうな認定をするわけで

すけれども、今現在、入所される方が要介護１の

方が89名ということですけれども、この方につき

ましては、認定期間は当初半年間、それから更新

認定を行っていくわけですけれども、３年後の21

年３月31日に介護度がどうであったかというこ

とで判定していくわけですけれども、最後にどれ

くらいの方が残るかというのは、今のところ把握

できておりません。 

 ただ、制度発足時点での措置入所者につきまし

ては、最終的に５年間の経過措置があったという

ことで聞いておりますが、２名の方が最終に残ら

れたと。あと２名の方につきましては、養護老人

ホーム、ケアハウス等に入られたということです

ので、実態が21年３月はどのような状況になるか

というのをまだ予測をされませんので、居宅が 

メーンですけれども、そういったサービスもあり

ますから、それと地域密着型の小規模多機能型の

居宅介護という、泊まりもできるようなサービス

等もありますので、そういったところに家族、そ

れから施設側とよく相談しながら、その方が困ら

ないような対応はしていきたいと、連合の方でも

していきたいというふうに思います。 

○佐藤議員 

 ３年後であるわけですけれども、ぜひこれは対

応策をきちっと考えながら、していっていただき

たいというふうに思います。 

 ４番目ですけれども、特別養護老人ホームの定

員数と待機者の数を御答弁いただきました。 

 特別養護老人ホームの退所者の状況、入所申し

込みの状況というのは、ここ５年ほどずっと

1,200ぐらいを前後するという状況が続いていま

す。今現在の施設数の定員数が1,241名です。だ

から、ほぼ定員数に匹敵する人たちが入所を待っ

ているわけですよね、これ実数ですから。一人の

方が２施設に申請をするという、そういう重複は

なくて、実数が1,191ですから、ほぼ定員数に匹

敵する方々が待っておられると。これはずっと５

年ほど続いているんですよね。これで本当に施設

として充足をしているんだというふうにこの３

期計画の中でも述べてありますけれども、私は決

してそうは思わない。 

 施設サービスを利用すれば、それだけ保険料上

がりますよというふうに言われますけれども、何

か施設ができないのが、我々、介護保険料を払っ

ている方々の責任のように言われるけれども、も

ともとの国の施設、整備状況が悪いんですよね、

これはね。その反映なんですよ。だから、３年待

っても、５年待っても入れないという状況が続い
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ている。これは何回も何回も私この広域連合の議

会で質問し、発言もさせてもらっていますけれど

も、私はこの施設整備をね、第３期では困難だと

いうふうに書いてありますけれども、やはり計画

的に施設整備は進めていくべきだと。その特別養

護老人ホームの施設がおくれていることによっ

て、グループホーム等の施設が圧倒的にふえてき

たでしょう、あっという間に。その反映なんです

よね。 

 だから、グループホームも決して悪いとは言い

ません。しかし、本来安心してできる施設、そう

いうものが私は介護施設の中で絶対に必要だと

いうふうに思いますが、いかがお考えでしょうか。 

○本間総務課長兼業務課長 

 特別養護老人ホームの定員につきましては

1,241人というふうに御回答いたしております。 

 それから、最近５月に調査をいたしました待機

者については1,191人という数字が出ております

が、このうち入所指針で80点以上の、なるべく早

く入所が必要とされる方につきましては、111人

というふうになっております。この施設の１年間

の退所者の割合は大体２割から３割ぐらいにな

りますので、この割合で見るとすれば、連合圏域

内の介護老人福祉施設においては、約250人から

350人の方が退所されることになりますので、緊

急に入所を必要とされる方については、１年を待

たずに入所できているのではないかというふう

に考えております。そういう状況を判断した結果、

事業計画では施設については充足をしていると

いうふうに判断をいたしているところでござい

ます。 

○佐藤議員 

 入所の優先順位は80点以上を優先的に入れて

いる、それはもちろんですね。１年ぐらいで入れ

ると。それはわかるんですけどね。その中には、

1,191人を除いた1,000人近くの中には、３年、４

年も待っている人もいるわけでしょう。なぜ申請

をするか、入所。それは家族の状況、あるいはさ

まざまな家の構造、そういったものを踏まえて入

所せざるを得ない、入所したいという申請をして

あると思うんですよね。本人の介護度の重要性と

いうのも、もちろんあるわけですけれども。 

 だから、この1,000名近くの方々は、いずれに

しても入所をしたいという強い気持ちがある、そ

のことに私はこたえるべきだと。確かに優先順位

80点以上の方々を先に入れていって、それでよし

としているわけですよね。私はそこは少し違うん

じゃないかなというふうに思います。 

 だから、先ほどの質問の中で、現在の計画を 

途中で変更することはできないと、困難だという

答弁がありましたが、私は次の事業計画の中で、

もっともっとこういった待機者の方々の生活や、

あるいは思いを配慮すべきだと。そのためには施

設の充実が必要だということを発言しておきま

す。 

 それから、最後ですけれども、５番目ですけれ

ども、居住費と食費の全額負担による自主退所者

はいませんと、聞き取り調査をした結果。これは

前回お聞きしたときもそういう答弁でした。 

 これが事実であれば、私は本当に喜ばしいこと

だと思います。ないにこしたことはないわけです

よ。しかしながら、全国的な実態状況の中では、

これは３月24日、私どもの新聞赤旗が報道してい

るんですけれども、13都県で388人が自主退所を

されています。退所者を介護サービスの必要度別

に見ると、一番重い要介護５の方が25.9％、次に

重い要介護４が26.2％、退所者のですね──を占

めているんだと。退所後の行き先は、65.5％が在

宅だったという調査結果が出ております。 

 この調査は、島根県では県当局がこういう調査

をしているんですよね。あとは保険医協会という

団体が行っているわけですけれども、実際全国的

にあるんですよね。だから、これが域内でないと

いうことを信じるなら、本当にこれはいいことで

す。しかし、本当に自主退所があった場合に、そ

の６割、７割は在宅でしょう。そこの対応をね、

どうやっていくかと。特に退所する人は要介護５

とか４が多いわけですよ。当然そこに家族の人た

ちの重い日々の介護が生じてくる。そのことを十

分に踏まえた上で、このホテルコスト、食費に対

する全額負担の問題を見るべきだというふうに

思います。 
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 ずっと質問してきましたけれども、私は今の介

護されている方々の実態、そういうものを踏まえ

ていった上で、そして、国の税制改正による大き

な負担増、こういうものを考えるときに、今、中

部広域連合で独自の減免制度を持っています、確

かに。しかし、その基準というものが高いわけで

すね、ハードルが。だから、これからの高齢者の

方々の負担増に対応していくためにも、この独自

の減免制度を、ハードルをもっと下げるべきだと。

預貯金の額にしても、あるいは家族構成の市町村

民税非課税、課税という、こういった部分につい

ても、その基準を下げて、今の高齢者の生活実態

に合わせるべきだというふうに思いますが、いか

がお考えでしょうか。 

○本間総務課長兼業務課長 

 現在の広域連合独自の減免制度のハードルを

下げるべきではないかというふうな御質問でご

ざいます。 

 この広域連合の減免制度につきましては、現在、

介護保険料６段階制になっておりまして、もとも

とあった第２段階、これは新第２段階ということ

で、保険料の料率を0.75から0.5まで引き下げを

いたしております。このもともとあった第２段階

の0.75のところが生活保護世帯に匹敵するよう

な所得の低い方がおられるのじゃないかという

ふうなことで、これについて低所得者の減免を図

るために設けた独自減免制度でございます。 

 これにつきましては、こういう低所得者の方が

おられるということで、全国の市長会あたりでも

要望がなされまして、今回の制度改正で保険料率、

これについては条件がございまして、課税年金収

入プラス合計所得が80万円以下の方については

新第２段階というふうにすることになっており

まして、この制度改正になったために、独自の減

免制度は、そのままこちらの方にスライドして、

若干条件の関係で残られた方がございますが、一

応独自の減免制度については解消をしたという

ふうに考えております。 

 この新第２段階につきましては、先ほど言いま

したとおり、課税年金収入プラス合計所得が80万

円以下ということで、例えば、預貯金があるとか、

資産があるとかいう条件は入っておりませんの

で、かなり拡大をした、0.5までになった被保険

者については１万人を超える方がこちらの方に

移っていったというふうな状況になっておりま

す。 

○佐藤議員 

 税制改正、今度の改正によって６段階になった

んだと。課税年金収入と合計所得を含めた80万円

以下の人が新第２段階として、0.5％ですか、保

険料率が。──というふうになったという御答弁

ですよね。この80万円以下というのは、この数字

がまた低過ぎるんですよね。本来ならば、これが

100万円、120万円という数字であって私は当然だ

と思うんですよ。それが今の高齢者の生活実態に

合うというふうに私は思っているんですけれど

も、これでいくと、この独自減免、今持っていま

すけれども、これを拡充するという気持ちはない

ように聞こえますが、いかがですか。 

○本間総務課長兼業務課長 

 現在の介護保険の独自減免制度につきまして、

条件を緩和して拡充する予定は今のところござ

いません。 

○佐藤議員 

 気持ちはないと明確に答弁されました。私は、

この間ずっと言ってきているように、この独自の

減免制度、これは今の高齢者の方々の生活実態、

先ほどから言っています。国の税制改正によって

大きな負担になってきている。ホテルコスト等の

徴収によって、介護保険でも保険料が上がり、そ

して自己負担がふえている。そういう現状のもと

で、この高齢者の方々の生活を守っていく。そし

て、十分な介護をやっていくという、そういう立

場に立てば、私はこの中部広域連合の独自減免制

度、当然拡充をすべきだということは強く発言を

して、一般質問を終わります。 

○平原議長 

 これより休憩いたしますが、本会議は13時30分

に予鈴いたします。 

 しばらく休憩いたします。 

午後０時15分 休 憩   
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○平原議長 

 それでは、休憩前に引き続きまして、会議を開

きます。 

 広域連合一般に対する質問を続行いたします。 

○山下議員 

 それでは、通告しております大きな二つの点に

ついて質問いたします。 

 まず、介護保険の改定による影響についてとい

うことで、昨年10月と、それから、ことし４月か

らの介護保険の改定によって保険料や利用料の負

担がふえただけでなく、自立を促すという名のも

とに、必要な介護サービスが受けられなくなった

という事態が全国で起きております。また、国に

おいて、先ほどからも指摘のあっておりますよう

に、老年者控除や年金控除などがなくなったこと

によって住民税の負担が上がって、それがもとで

介護保険料や利用料の負担区分が引き上げられて

しまった方が多く出ております。 

 こうしたことが、高齢者、また、介護保険利用

者や家族、事業所の方々、介護の現場に何をもた

らしているのか、この佐賀中部広域連合域内の実

態と対策について伺います。 

 まず、介護度の見直しによるサービス利用の大

幅な制限の影響について伺います。 

 今回の改定介護保険によって、軽度の方、つま

り、要介護１、要支援１や２の方は、電動車いす

や電動ベッドが使えなくなります。既にことしの

４月１日時点でレンタルをされていた場合は、経

過措置として６カ月間の延長ができますが、それ

でも10月には使えなくなってしまいます。全国的

な数字ですが、電動車いすを使っている方で10月

から利用できなくなるのは約11万人、電動ベッド

では約27万人と言われております。日常生活に必

要であっても、軽度とされてしまえば、10月から

は購入するか全額自己負担でレンタルしなくては

ならなくなります。 

 また、介護タクシーも要支援となったら使えな

くなります。これをそのまま放置して機械的に適

用されるなら、まさに必要な介護を奪うことにな

りかねません。当連合において、こうした点での

利用者の実態や不安などをどのようにつかんでお

られるか、お答えください。 

 次に、ヘルパーの派遣について、介護報酬の改

定によって、これまで１時間を超えると30分ごと

に830円が加算をされていた訪問介護の生活援助

が、これからは１時間以上どれだけやっても2,910

円で頭打ちとなってしまいました。そのために、

事業所は採算がとれないサービスを打ち切らざる

を得ないという事態も生まれています。その影響

で、介護の場で大変必要とされているコミュニケ

ーションが不足したり、また、介助をしている途

中で時間切れといったことも起こっておりますが、

広域連合として実態をつかんでおられるのかどう

かお答えください。 

 次に、新予防給付に伴って、要支援１、要支援

２の方のケアプランの作成が必要となってまいり

ましたが、このケアプラン作成の介護報酬は、こ

れまで１カ月8,400円だったのが、4,000円と半分

以下に引き下げられています。このことでも、民

間事業者がもし委託を受けようとした場合、採算

が合わないということで、軽度の方はお断りと拒

否するところが出ているということも全国的な問

題となっています。ケアプラン難民という言葉も

生まれているほどですが、広域連合域内の実態は

どうなっているでしょうか。 

 以上、三つの点についてお答えください。 

 次に、介護保険料や利用料の負担軽減のための

一般財源からの繰り入れということについての認

識を伺いたいと思います。 

 これまで私は、介護保険料あるいは利用料の負

担を軽くするために、一般財源からの繰り入れも

含めて対応すべきだということを、国に対しての

負担増もあわせてですが、とにかく広域連合、あ

るいは構成市町村の一般財源からの繰り入れとい

ったことを視野に入れるべきではないかというこ

とを求めてまいりました。 

 先般、この広域連合の視察で２カ所先進地視察

をしてまいりましたけれども、２カ所とも独自の

減免制度が行われておりました。ただし、一般財

源からの繰り入れというのは岐阜県の高山の、こ

れは高山市からの助成という形になっておりまし

たが、高山市の場合は、広域連合が組織されてい
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たときから市として独自の一般財源からの繰り入

れをしていたという答弁があっていたということ

を覚えておいでだと思います。こうしたことを考

えたときに、一般財源からの繰り入れということ

はできないわけではなく、やろうと思えばできる

というふうに考えますが、これまでの広域連合の

当局の答弁というのは、もうそれはないものとい

う形で答弁がされていたように思います。改めて

その点どうなのか、その認識を伺いたいと思いま

す。 

 さらに、国はこの独自の減免制度をする場合に、

一般財源からの繰り入れをするなとか、一律の減

免をするなとか、そういった三原則を示していま

すけれども、この三原則について、どのように認

識をされているのかを改めて伺います。 

 以上、１回目の質問といたします。 

○藤野認定審査課長兼給付課長 

 それでは、介護保険改定による影響について、

御質問にお答えしていきたいと思います。 

 まず第１点、介護段階見直しに伴うサービス利

用の制限の実態を把握されているのかという御質

問ですけれども、平成18年４月の介護保険制度改

正の中で、福祉用具貸与の見直しが行われており

ます。これは、要支援者、要支援１、要支援２及

び要介護１の方に対する福祉用具の貸与について

は、要支援者の自立支援に十分な効果を上げる観

点から、利用者の方の状態像から見て、利用が想

定しにくい特殊寝台、車いすなどの５品目につい

て、一定の例外となる場合を除き保険給付の対象

としないこととされたものです。 

 例外として認められるものが、特殊寝台につき

ましては、日常的に起き上がりが困難な者、また

は日常的に寝返りが困難な者、また、車いすにつ

きましては日常的に歩行が困難な者となっており、

その判断基準は、認定調査の基本調査項目の中で

それぞれ「できない」の判断がなされているもの

となっております。 

 平成18年９月末までの経過措置で貸与が認めら

れているため、現在のところ影響が出ておりませ

んが、４月の給付実績で貸与状況を見てみますと、

要介護１、経過的要介護で貸与されている件数は、

特殊寝台で804件、車いすで259件となっておりま

すが、認定情報との突き合わせが難しいため、そ

のうち何件が10月以降利用できなくなるかは現在

のところ把握ができておりません。 

 次に、介護報酬の切り下げにより訪問介護の生

活援助サービスにおける30分ごとの加算が廃止さ

れたことや、通院介助の除外などの影響の実態は

ということですけれども、平成18年４月の介護保

険制度改正の中で、訪問介護のうち身体介護が中

心である場合は変わっておりませんが、生活援助

が中心である場合については、生活援助の長時間

利用について適正化を図るという観点から、１時

間以上のサービスについては一つの単位にまとめ

られております。 

 訪問介護は、身体介護、生活援助がさまざまな

時間で組み合わされているため、生活援助の平均

利用時間を算出することは難しい状況ですが、利

用日数25万3,123日と、費用額11億1,421万7,000

円から１日当たりの利用時間を推計すると、身体

介護と生活援助を合わせて１時間から１時間半の

利用ではないかと考えております。 

 また、訪問介護の中に、通院のための準備、 

受診手続、乗降の手助けを行う通院等乗降介助の

サービスがありますが、この通院等乗降介助は要

介護１以上が利用できるサービスとなっており、

要介護１の認定を受けていた方が更新認定で要支

援２になった場合には利用できなくなりますが、

現在のところ相談等はあっていないという状況で

す。 

 次に、新予防給付に伴うケアプラン作成の状況

はどうなっているのかという御質問についてお答

えしたいと思います。 

 本年４月から制度改正により新予防給付が開始

され、要支援者のケアプランは地域包括支援セン

ターで作成することになりました。新しい制度で

あるため、地域包括支援センター職員が業務にふ

なれなことや体制づくりが不十分であることから、

現在は経過措置として、ケアプランの原案作成等、

業務の一部を居宅支援事業者に件数に制限なく委

託することができますが、来年４月以降委託でき

る件数は、居宅介護支援事業者のケアマネジャー
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１人当たり８件までという制限がかかるようにな

ります。 

 現在、新予防給付のケアプランの作成状況と居

宅支援事業所への委託の状況につきましては、当

広域連合全体でケアプラン作成件数は1,061件で、

このうち地域包括支援センターで作成したものが

72件、構成比で6.8％、居宅介護支援事業所に委

託して原案を作成したものが989件、構成比で

93.2％となっております。今後、更新により要支

援者の認定数は増加することが予想されますので、

地域包括支援センターで作成するケースは増加す

るものと思っております。 

 次に、介護難民が発生するのではないかという

ことですけれども、現在行っております地域包括

支援センターの新予防給付のケアプラン作成まで

の手順について御説明申し上げます。 

 要支援者の認定結果が出ますと、当広域連合か

ら担当する地域包括支援センターに要支援者の情

報の提供をいたしております。この情報をもとに、

担当する地域包括支援センターの職員が要支援者

の居宅訪問などをして利用者本人や家族と協議し、

居宅介護支援事業所に原案作成を委託するか地域

包括支援センターで作成するかを決定し、ケアプ

ランを作成することとしております。 

 地域包括支援センターの職員は、来年４月以降

も居宅介護支援事業所とは異なり、新予防給付の

ケアプラン作成件数に制限がありませんので、地

域包括支援センターでケアプランを作成すること

になります。したがいまして、新予防給付のサー

ビスを受けたい方がサービスを受けられないとい

うことはないものと考えております。 

 次に、利用料の負担軽減についてお答えをいた

します。 

 利用料につきましては、介護保険制度が利用者

の１割負担の原則のもとに構築されております。

この原則を崩すことは、サービスを利用していな

い被保険者との間に不公平感が生じることとなり

ますし、さらに、制度自体の存続性について大き

く影響をもたらすことになりかねませんので、独

自減免は考えておりません。所得の低い方には、

高額介護サービス費、社会福祉法人軽減等の制度

の中で対応していきたいというふうに思いますの

で、一般財源からの繰り入れについては考えてお

りません。 

 以上で答弁を終わります。 

○本間総務課長兼業務課長 

 国の三原則についての御質問にお答えをいたし

ます。 

 この三原則は、介護保険料の独自の減免制度を

設けるときの国の考え方を示したものでございま

す。厚生労働省が示しております保険料減免の三

原則でございますが、１点目は、保険料の全額免

除はしない、２点目は、収入のみに着目した一律

の減免はしない、３点目は、保険料減免分に対す

る一般財源の繰り入れはしないということでござ

います。 

 国のこの三原則につきましては、極めて基本的

なことと受けとめておりまして、この趣旨に沿っ

て減免制度は継続していきたいと考えております。

当然に一般財源の繰り入れはしないという方針で

ございます。 

○山下議員 

 それでは、一問一答に移りたいと思います。 

 まず、サービス利用の制限についてですが、福

祉用具の貸与の状況が、４月の時点で電動ベッド

が804件、それから、電動車いすが259件というこ

とで、これが10月からは使えなくなる人がどれぐ

らいかというのはよくわからないということだっ

たんですが、現場でケアマネジャーと利用者との

間でどういう説明がなされているかということは、

これは注意を払うべきだと思います。全国的な 

ケースをいろいろ見ていますと、もう10月からは

使えなくなりますからねということをケアマネ 

ジャーさんが利用者にぽっと言って、利用者の方

はとても落ち込んでいるというようなケースもあ

ります。 

 ですから、その数として、今はぎりぎり９月い

っぱいまで使うから申請の数は変わっていないん

でしょうが、その潜在的なものというのは現実に

あるわけで、そのことが利用者の方にどういう影

響を及ぼしているのかということを、やっぱりこ

れは知らないふりはできないのではないかと思い
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ますが、その点がどうなのか、まずお伺いします。 

○藤野認定審査課長兼給付課長 

 福祉用具の貸与について、10月からの貸与が要

支援者についてと要介護１については利用できな

くなっていると、そういうお尋ねの中から、広域

連合の対応はということでお尋ねです。 

 ケアマネジャーからの相談というのがこちらの

方にある場合には、いろいろとこちらの方として

も対応には、相談には乗っていくという考え方で

すけれども、まず、根本的には介護保険制度その

ものが予防重視型のサービスに転換したというこ

とから、軽度者については、やはり身体機能が改

善見込みのある方については改善を図ると。でき

ることは要支援者、要介護者の方にやってもらう

というのが基本ということで、今回、制度改正が

なされておりますので、軽度者については利用が

ですね──利用といいますか、ある程度改善可能

性があるということから、このような形に制度が

改正されておりますし、私どもといたしましても、

身体状況が、起き上がりができないとか、寝返り

ができないという、そういった基本的なその方の

状況によって判断していくものですから、そうい

う方については引き続き利用ができるというふう

になっておりますので、そういう点をケアマネジ

ャーあたりにいろいろ説明しながら、適切なケア

プランに基づくサービス提供を行っていきたいと

いうふうに考えております。 

○山下議員 

 最初の答弁のときに例外もあるということで言

われて、その例外というのは、できないという身

体状況のことを言われましたけれども、今、本当

にここが問題になっていますからね、全国的に、

どこででも。 

 それで、この７月に私ども日本共産党は他団体

とも協力しながら、厚生労働省に対してこの介護

ベッドや電動車いすの取り上げを一律にしないよ

うにということを要請したわけです。それに対し

て、厚生労働省の老健局振興課の福祉用具・住宅

改修係長という方が、電動車いすについてですが、

これについては、軽度であっても日常生活範囲の

移動の支援でも認められるということで、つまり、

身体状況だけでなくて、地域の実情に応じて裁量

で決定ができ、介護保険としてサービスが利用で

きるというふうに回答されているわけです。 

 しかも、そのことについて、もっと自治体に対

して周知を図るべきじゃないかというふうに求め

たことに対して、一たん、既にこういうことは都

道府県に出していると。ですが、改めて周知徹底

をということで、軽度であっても利用できる趣旨

を徹底するように、８月14日付で一律に回収しな

いようにとする事務連絡を都道府県の担当者に送

ったということなんですが、そういう動きという

のはつかんでおられますでしょうか。 

○藤野認定審査課長兼給付課長 

 通達ですかね、そういうものは当然こちらの方

でも把握しておりますし、福祉用具の貸与サービ

スが変わりましたということで、広報活動を行う

ように現在準備を進めております。 

 車いすにつきましては、日常生活範囲における

移動の支援が特に必要と認められるものというこ

とで、ケアプランの中でそういったものが特に必

要という方については、車いすの貸与は認められ

るということですので、そういった面も含めて 

ケアマネジャー等には指導をしていきたいという

ふうに考えております。 

○山下議員 

 確認いたしますが、それはいわゆる身体状況だ

けでなくて、地域的なことを考えたときに、この

広域連合でも交通の便が悪いとか、買い物に行く

にも大変離れたところにしかいろんな施設がない

とかいうときに、一々タクシーを使っていたら大

変お金がかかるといった場合などは、電動車いす

なんかは不可欠なわけですね。そういったことは

きちんとケアマネジャーに周知徹底されているか

どうかということと、利用者に対しても不安を取

り除く広報ですね、「変わりました」と言うだけ

じゃなくて、でも、こういう場合はちゃんとでき

ますよという、そういう安心をきちんと保障する

あり方といいますか、そこら辺はどのようになっ

ていますでしょうか。 

○藤野認定審査課長兼給付課長 

 先ほどお答えいたしましたように、日常的に歩
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行が困難な方と、日常生活範囲の中で移動の支援

ということですので、地域性も当然考えていきた

いというふうに思って、そこら辺を含めたところ

で指導、それから広報活動も行っていきたいとい

うふうに考えております。 

○山下議員 

 電動車いすについては、わかりました。そうし

ますと、電動ベッドがまだ一つ問題として残るわ

けですし、件数としては804件ということで大変

多いわけですね。ですから、これが本当に必要な

いからどうぞ返してくださいという場合と、微妙

に、やっぱりこれは本当は必要なんじゃないだろ

うかというところがですね、それを単に寝返りと

か起き上がりとかいう２項目だけで考えられるの

かどうかという、そのケースについての裁量は全

くないかどうか、ここはどうなんでしょうか。 

○藤野認定審査課長兼給付課長 

 国において作成されましたＱ＆Ａの中で、福祉

用具の貸与費の算定における状態像について示さ

れておりますけれども、要介護認定の認定調査に

おける基本調査の結果を活用して、客観的に判定

するものとされております。その中で客観的に判

断ということができないということを示されてい

れば、車いすの貸与については認められると。保

険者でその裁量権というのはございませんので、

その方の身体状況についてのみで判断するという

形になろうかというふうに思います。 

○山下議員 

 車いすの場合も、いろいろ具体的なことを指摘

しながら国に対してこうじゃないかということで、

裁量権がきちんと表面に出ていくような指導、通

達になってきていることを考えましたときに、ベ

ッドについても、もっと現場の実態をよくつかん

で、果たしてこの２項目だけで十分なのかどうか

ということは、もう国が言ったから仕方がないと

いうことではなく、それが果たして利用者の実態

に合っているのかどうかという立場からよく聞い

ていただいて、これは必要であれば、やはり国に

対して実態に合った措置をとることができるよう

に求めていくべきだと思いますが、この点どうで

しょうか。 

○藤野認定審査課長兼給付課長 

 ベッドについては保険者の裁量権がございませ

んので、その方の身体状況のみの判断ということ

で、こちらの方は認識をいたしております。 

○山下議員 

 その認識を聞いた上で、それじゃだめじゃない

かと私は言っているんですよね。これは、やはり

実態に合ったものと言えるのかどうかを本当によ

く連合自身の目で見て、聞いて、そして、必要で

あればやはり改善を要求するということが必要で

はないかということを私は申し上げているわけで、

この点についてはどうも平行線になるかもしれな

いんですが、強く求めておきたいと思います。 

 車いすの方は、声の上がる中で国が動いてきて

いるということですから、やはり私は現場に近い

ところがどれだけ声を出すかというのがこの介護

保険では決定的な意味を持つと思いますから、連

合が、国が言ってきたから仕方がないという立場

に立つ限り、私は利用者は大変不幸になると思い

ますので、そこはぜひ利用者の立場に立って対応

していただきたいと思います。 

 次に、ホームヘルパーの問題ですけれども、実

際の身体介助と生活援助の割合がよくわからない

ということで、合わせて１時間乃至１時間半ぐら

いの利用だということで平均の数が出されました

けれども、生活援助の中身もいろいろありまして、

例えば、お買い物の援助をしてもらっている方な

んかは、先ほど言いましたような、ちょっと不便

なところに住んでいらっしゃる方なんかは、重い

荷物が持てないから買い物をしてもらっていると

か、そういうことに対して時間がかかってしまう

から、１時間半を超えてしまった場合にどうなる

だろうかという不安を持っておられたりとか、同

じ生活援助の中にもいろいろなパターンがあるわ

けですね。 

 本当に笑い話のような話ですけれども、今回の

改定によって、例えば、調理の介助をしていたと。

ところが、時間が来てしまったので、物すごく時

間がかかる介助の中で、もう時間が来てしまった

から煮物の途中で帰ってしまわざるを得ないとか、

あるいは、通院介助で行っていたら、交通渋滞で
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すとか、あるいは行った病院の待ち時間が長くな

ってしまったために時間が来てしまったとか、そ

ういうケースが全国的にはあるんですね。本当に

この広域連合の中でないのかどうか、もしくは、

先ほどからずっと聞いていますと、広域連合に対

して特に相談はありませんとか、声はありません

という答えがずっと続いているんですが、では、

自治体がつかんでいるのかどうかということまで

含めて、やはり広域連合としては、介護保険のこ

とですから、もっときちんと関心を払って執念を

持ってつかまないと必要な改善も要求できないと

思うわけですけれども、この点、本当にそのケー

スはつかまれていないのかどうか、いかがでしょ

うか。 

○藤野認定審査課長兼給付課長 

 訪問介護の生活援助につきましては、掃除、洗

濯、調理などの日常生活の援助となっております

ので、時間的には、先ほど言いましたように１時

間から１時間半ということで、長時間になること

はないというふうに考えております。 

 実態的には、組み合わせといいますか、身体介

護と生活援助を組み合わせて利用されている方に

ついては、身体介護の方につきましては制限がご

ざいませんので、そういった利用のあり方とか、

それから、実態といいますか、そういった方の実

態把握ということ、連合の方には相談はあってお

りませんけれども、ケアマネジャーの意見交換会

とか研修会などを開催しておりますので、そこら

辺から、実態等については今後把握に努めていき

たいというふうに思っておりますが、基本的には、

生活援助の場合につきましては、やはり１時間か

ら１時間半と、こちらの方でも平均が出ておりま

すので、１時間半ということで、長時間になると

いうのはないんじゃないかというふうに思います。 

 それから、先ほど前の１回目の質問の中で、コ

ミュニケーションを図るような時間もということ

で、含めたところでいろいろ御質問いただきまし

たけれども、介護予防については、地域の支援と

かボランティアの支援、それから、市、町で行っ

ております福祉サービスの中には、老人クラブ等

の事業活動の中で、ホームヘルプの事業とか、愛

の一声運動とか、そういった声かけというのも実

際に行っておりますので、ひとり暮らしの方とか

そういった方につきましては、話し相手になると

いうようなこともできると思いますので、介護保

険の介護サービスだけじゃなくて、地域にあるい

ろんな福祉サービスと組み合わせてやっていかな

ければいけないのではないかというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

○山下議員 

 知恵の出しどころということで、必要な場合、

身体介護と組み合わせての利用ということについ

ては、本当にきちっと利用できるような形を、助

言をしていただければいいとは思うんですけれど

も、本当に生活支援だけの場合ということになる

と、どうなっているかということはぜひ意識的に

つかんでいただきたいと思います。 

 それから、地域の支援ということで、ボランテ

ィアとか老人クラブとか言われました。愛の一声

運動も言われました。ところが、例えば、この愛

の一声運動などについても、今回、県の市町村に

対する補助の項目から削られていますね。結構、

認知症対策だとか高齢者対策の予算が、県の補助

が削られています。それが、その自治体が続けよ

うと思ったら、もう本当に独自で出さなきゃいけ

なくなるわけですよね。だから、自治体が削るか

もしれない、ひょっとしたら。そういう状態に置

かれているときに、連合が自治体任せにしてしま

うというのは非常に無責任だと私は思いますので、

そこはよく、本当に必要だと思うならば、それだ

けの手だてをとるように、構成市町村に対して協

力をお願いするなり、必要な予算措置はやはりと

るなりしていかないと、サービスからはみ出る人

が出てくるということを指摘しておきたいと思い

ます。 

 次に、ケアプランについて伺いますが、今のと

ころ1,061件ということですが、ほとんどが事業

所に対する委託ということになっているようです。

それで、ケアプラン作成についても、先ほどのホ

ームヘルプサービスの介護報酬と同じようなこと

で、介護報酬が引き下げられたということと同時
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に、これも全国的なケースなんですが、要するに、

地域包括支援センターが民間の事業者に委託をす

る場合に、4,000円の介護報酬のところを3,600円

とか3,150円とかいう単価でもって委託をしてい

るというケースが全国的にはあると聞いておりま

すが、そうなっていれば、ますます介護事業者と

しては採算が合わないと。とてもじゃないけどケ

アプランをつくるのは協力できないというふうな

ことがあっていると聞くわけですが、広域連合の

場合、この4,000円というのは少なくとも確保で

きているのかどうか、念のために確認いたします。 

○藤野認定審査課長兼給付課長 

 当連合管内では、居宅介護支援事業所への委託

料は、１件当たり、介護報酬、予防支援費の100％

であります4,000円でお願いをいたしております。 

○山下議員 

 100％確保されているということで、それはよ

かったと思いますが、それにしても、これまでの

半分以下だということを考えたときに、やはり注

意を払うことが必要だし、先ほどの答弁にもあり

ましたように、来年４月以降は１人当たり８件し

か立てられないということで、勢い地域包括支援

センターに負担がかかってくることになるわけで

すが、果たしてその体制がちゃんととれるとお考

えなのかどうか、また、なかなか民間が引き受け

てくれないよといった場合に、きちんと地域包括

支援センターで全部引き受けられるように、広域

連合としても支援をする用意があるのかどうか、

そこら辺はどうでしょうか。 

○飯盛事務局長 

 包括支援センターの件につきましては、現在検

討をいたしておりまして、それぞれ市町村に１カ

所ずつ地域包括支援センターを設置していただき

ましたけれども、それでは足らないのではないか

と考えております。それぞれ市町村にお願いして、

包括支援センターの数もしくは職員数を増加させ

るよりも、現段階のところ、その前の段階ですけ

れども、包括支援センターが始まる前には、それ

ぞれ民間の事業者の方々にお願いをして、現在も

それぞれ地区割でお願いをいたしております。 

 在介といいまして、在宅介護支援センターでの

話ですけれども、市町村ではなく在宅介護支援セ

ンターに包括のお願いをした方がいいのではない

かという考えを今まとめております。来年４月か

らは８名の枠でお願いするようになりますので、

来年の４月までには民間の事業者の方々、社会福

祉法人、医療法人、そこらあたりの民間の方に地

域包括支援センターを委託すべく、どういった形

で委託した方がいいのか、委託するにしてもどの

数だけ委託できるのか、そういったことを想定し

ながら、今現在検討中であります。 

○山下議員 

 そうすると、来年４月以降は８人の枠が生じる

から、それは民間事業者に、そのままの今のレベ

ルではやっていけないだろうということで、それ

までの間にもう出しちゃえということで思ってお

られるのか、ちょっとそこら辺の考え方をもう少

しお聞かせください。 

○飯盛事務局長 

 来年の４月までは、８人という枠がなくてケア

プランの委託ができます。現在のところ、旧在宅

介護支援センターが漏れなく地区を把握しており

ますので、在宅介護支援センターに再委託をして

おるのが現状です。ケアプランの原案作成という

形で再委託をしております。再委託をしておる件

数が８件になりますと、30件ばかり委託しておっ

たところが８件になりますので、数が足らなくな

るという困難性が出てきておるわけです。したが

いまして、包括支援センターの職員をふやす必要

があります。今話しましたのは、それぞれの市町

村に職員をふやしていただくお願いをするよりも、

現在見ていただいております在宅介護支援センタ

ーに直接、包括支援センターを私どもが委託しよ

うかという形で検討をしているということです。 

○山下議員 

 それは、市町村に今ある、つくった地域包括支

援センタープラス在介センターを地域包括支援セ

ンターとしてまた新たにふやすということで委託

をされるというふうに考えていいのか、それとも

そうじゃなくて、今ある市町村のセンターはちょ

っとわきに置いて、もう在介センター１本にして

いく──１本といいますか、たくさんあるんでし
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ょうが、そちらにシフトしていくというおつもり

なんですか。 

○飯盛事務局長 

 さらに詳しくお話ししますと、旧佐賀市でのお

話をさせていただきますと、10カ所の在宅介護支

援センターでもってお年寄りを見ておりました。

それが、10カ所を見たらいかんよと、包括１カ所

でしなさいよという形で、10カ所分を１カ所で見

るような形になっております。これを、佐賀市の

包括支援センターはもう既に設置しておりますの

で、佐賀市の包括支援センターが基幹型という形

で少しほかの包括支援センターよりも上位な関係

で、すべてを把握できるような形の連絡体制をと

りながら、包括支援センターを10個まではいきま

せんけれども、例えば、６個とか７個にふやした

形で包括支援センターを委託できないかという形

を考えております。 

○山下議員 

 それはもう本当に地域包括支援センターとして

委託をするのか、いわゆるブランチという形であ

るのか、どうなんですか。 

○飯盛事務局長 

 基本的には、包括支援センターとして委託をし

たいと思っております。 

○山下議員 

 このケアプランの問題については、予防給付と

いう新たな分野に区分けをされてしまうというこ

とで、利用者としても本当に不本意な場合もある

し、またしかも、ケアプランを立てるときに、立

ててくれる人がいなくなるというおそれもあると

いうことも心配されている、そういうところから

私は質問いたしましたので、少なくとも、きちん

とした適切なケアプランが立てられる状態は確立

をしていただきたいということは求めておきたい

と思います。 

 それでは、一般財源からの繰り入れの問題につ

いて伺います。 

 先ほどの答弁では、一般財源からの繰り入れと

いうことはもうないということが本間課長からも

藤野課長からも出ました。それで、特に国からの

三原則というのは当然だというふうな答弁だった

わけですけれども、国の三原則そのものが、本当

に自治体が自由に考えようとしているときに、大

変ネックになっているというふうに私には思える

わけなんですね。視察をしたところでも、一般財

源から繰り入れをしているところは若干罪の意識

を感じながらされているという感じでした。 

 もう片方の方は、国の三原則がありますから、

保険料だけで見ていますというふうなことをおっ

しゃっていたわけで、三原則そのものが縛りにな

っているというふうに受けとめられたわけですけ

れども、国の三原則に対する意識として、以前の

この連合議会の中でも問題になりましたが、ちょ

っと改めて申し上げたいと思いますけれども、2002

年３月19日の参議院の厚生労働委員会で、私ども

日本共産党の当時の井上美代議員が、介護保険と

いう自治事務に対して国が関与する場合には、地

方自治上は助言もしくは勧告、あるいは是正の要

求などに限定されると思うけれども、自治体の介

護保険料の減免制度に対する国の三原則というの

は、国の関与の仕組みのうちの何に当たるのかと

いうふうに質問をしたところ、厚生労働省の担当

局長は、助言あるいは勧告に当たるというふうに

答えています。そして、そういう場合に自治体は

従う義務があるのかと再度尋ねたことに対して、

政府答弁では、これは是正の要求のように法律上

従う義務はないというふうにしております。また、

当時の厚生大臣も、国の三原則を乗り越えて減免

をしているからといって、絶対だめだ、やめろと

までは言っていないと。皆さん方の主体性という

ものも尊重しながら、しかし、そういうことを奨

励しているわけではないよということだというふ

うに答弁をしています。 

 ということは、国の三原則というものが必ずし

もペナルティーを伴うものでもないし、法律上の

義務を生じるものでもないということから考えた

ときに、これがネックになっていてはいけないの

ではないかと思いますが、この点はどうでしょう

か。 

○本間総務課長兼業務課長 

 国の三原則の考え方ですが、以前のこの連合の

議会で今お話をされた議論が出ておりますが、広
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域連合のそのときの見解としては、厚生労働省の

考えは助言的なものだというふうに理解をしてい

るということです。 

 今回の制度改正で独自の減免制度がかなり変わ

ったというか、新第２段階のところが出てきまし

たので解消をされておりますが、第２期目のとき

の頭でこの広域連合の独自減免制度は適用してお

りますが、そのときに、第２期目の初め、ちょっ

と古いですが、平成15年４月現在で約700の独自

減免、保険者の数として約700の独自減免を適用

しているところがございます。このうち１割は、

三原則を外れて独自減免制度を設けております。

ただ、９割は三原則を遵守しているということで、

広域連合におきましても、１回目の答弁で述べま

したように、極めて基本的なことというふうに受

けとめております。 

○山下議員 

 とても基本的なことをちょっと伺うわけですが、

今回、例えば住民税の負担増になったということ

で、私、議案質疑のときに一例を挙げて申しまし

た。年金は7,000円減っているけれども、住民税、

介護保険料、国保税合わせて６万数千円負担が上

がったという方のケースをお話ししました。さて、

この方は生活実態として負担がふえていると思い

ますか、それとも変わらないと思いますか。 

○本間総務課長兼業務課長 

 年金額につきましては当然変わっておりません

ので、そういう国保だとか、介護保険だとか、市

町村民税については負担がふえたというふうに感

じております。 

○山下議員 

 この方は7,000円減っているんですよね。物価

スライドで３％減った分で年金が減っているんで

す、7,000円。それで、もちろん負担がふえてい

ます。そうしますと、控除がなくなったというこ

とであって所得の段階が上がったことは、イコー

ル所得がふえたというわけではないわけですよね、

その方たちは。にもかかわらず、負担がふえてい

ながら払えなくなってしまった場合に、独自の減

免制度が広げられないと、先ほど佐藤議員の質問

の中でも拡充する考えはないと言われましたけれ

ども、こういう国が控除をやめたために負担がふ

えたというのは、決してその方の所得がふえたわ

けでもなく、その方の責任でもないのに、それを

救うという手だてがなくなるということについて、

もう仕方がないとお考えなのでしょうか。 

○本間総務課長兼業務課長 

 介護保険料の段階が当然上がってきますから、

この分は保険料がふえることになりますが、佐藤

議員のところでも申しましたように、段階が上が

った分については見越して介護保険料の基準額を

設定いたしておりますので、そういうことで、基

準額自体は段階がふえた分を見越して設定をいた

しておりますので、その分は少し減った形になっ

ているというふうに考えております。 

○山下議員 

 基準額という、一覧表で見たときはそうなんで

しょう。本来、激変緩和措置をとらなければもっ

と上がるところを、そうではなく抑えましたとお

っしゃりたいと思いますが、払う側の身になって

考えていただきたいわけですね。入る分はふえて

いないわけですよ。なのに、出る分は６万数千円

ふえているわけですよね。それなのに、負担段階

が上がりましたということで、さらにふえるわけ

ですね、その方は。 

 そういうことが今からまだ来年まで含めて起き

てくるということを考えたときに、財源がないと、

減免措置をやるときに保険料の中でやるとまた保

険料が上がりますよということで逃げてしまうの

ではなく、だからこそ、やっぱり介護というのは

だれがお世話になるのかわからないと、みんな年

をとるわけですから、だれもが。最後まで元気で

いられる方はお幸せですが、そうでない場合どう

なるかということのためにできた介護保険だった

というふうにみんな思っていると思います。とこ

ろが、それが受けられないと、あるいは払いたく

ても払えない状態に陥っても、それを救うための

手だてがないまま、不十分な独自減免措置だけで

済ませてしまうということは、果たしていかがな

ものかということなわけです。 

 それで、ちょっと私は連合長に見解をお伺いし

たいと思いますけれども、一般財源からの繰り入
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れというのを、よく、まじめに払っている人との

関係で公平性を保つということを言われますが、

公平性の問題ではないと思うんですね、先ほど言

ったようなケースを考えたときに。負担がふえて

いるわけですよ、収入がふえないのに。それで払

えなくなったという方についてどう手を差し伸べ

るかという考えをお持ちにならないのかどうか、

そして、国の三原則ということを乗り越えて、や

はり必要な手だては検討しなくてはならないとい

うふうに考えますが、そこについてはあくまでも

それはないというふうにおっしゃるのか、この辺

の考えを改めて連合長に伺います。 

○秀島広域連合長 

 お答えいたします。 

 税制度の改正等で非常に負担感が重くなってお

られるという実態を聞かされて、大変な問題があ

るわけでございますが、片や財源的にも一般会計

ですね、それぞれの加盟のそれぞれの団体の財政

的にも非常にきつい部分がございます。全国的な

流れというのも先ほどお聞きしておりまして、そ

ういうところもあるやに聞いておりますが、そう

いったところの動向というのも非常に気になると

いうんですかね、関心を持つところでございます

が、残念ながら、今の連合の組織の実態等から見

て、ここに一般財源をつぎ込むというような状況

にはないということで勘弁をお願いしたいと思い

ますが。 

○山下議員 

 多分もう一回あると思いますので。 

 連合という組織の側から、利用者に対しては、

被保険者の方々に対しては御勘弁願いたいという

ふうにおっしゃるわけですが、同じく被保険者の

側からも御勘弁願いたいというふうに言いたいわ

けですね、連合に対して。払えないものは払えな

いと、ない袖は振れないと。でも、それを言った

ら利用が差しとめになったりするわけですね。だ

からこそ、そうならないやり方ということをぜひ

やっぱり考えていかないといけないと思いますが、

先ほどから指摘いたしますように、国に改善要求

をしていくということについても、実態を本当に

つぶさにつかまなければ、そういう気にはなれな

いと思いますので、私は改めて、連合として改定

された後の介護保険の実態をよくつかんでいただ

きたいと思いますが、その点についてはいかがで

しょうか。 

○秀島広域連合長 

 先ほどから聞いておりまして、それぞれの実態

ですね、連合でつかみにくい実態もあると思いま

す。そういったところは加盟のそれぞれの担当部

門から聞き取りをして、そして、現状というもの

を十分把握しながら、国に要望すべきところは要

望していくと。また、内部で改善するべきところ

は改善していかなければならないと、そういうふ

うに思っております。 

○山下議員 

 それは、そうしますと、いろんなところからの

聞き取りも意識的に問題提起をされながら、ぜひ

つかんでいただきたいということを重ねてお願い

いたしまして、質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

○平原議長 

 以上で通告による質問は終わりました。 

 これをもって広域連合一般に対する質問は終結

いたします。 

◎ 議案の委員会付託 

○平原議長 

 次に、上程諸議案の委員会付託を行います。 

 第28号から第37号議案、以上の諸議案はお手元

に配付いたしております議案の委員会付託区分表

のとおり、それぞれ所管の常任委員会へ付託いた

します。 

 

委員会付託区分表 

○介護・広域委員会 

第28号議案 平成17年度佐賀中部広域連合一

般会計歳入歳出決算中、歳入全

款、歳出第１款、第２款、第３

款、第６款 

第29号議案 平成17年度佐賀中部広域連合介

護保険特別会計歳入歳出決算 

第30号議案 平成17年度佐賀中部広域連合ふ

るさと市町村圏基金特別会計歳
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入歳出決算 

第31号議案 平成18年度佐賀中部広域連合一

般会計補正予算（第２号）中、

第１条（第１表）歳入全款、歳

出第２款、第３款、第６款、第

２条（第２表） 

第32号議案 平成18年度佐賀中部広域連合介

護保険特別会計補正予算（第１

号） 

第33号議案 平成18年度佐賀中部広域連合ふ

るさと市町村圏基金特別会計補

正予算（第１号） 

第36号議案 専決処分について（平成18年度

佐賀中部広域連合一般会計補正

予算（第１号）中、歳入全款、

歳出第３款） 

第37号議案 専決処分について（佐賀中部広

域連合事務分掌条例等の一部を

改正する条例） 

○消防委員会 

第28号議案 平成17年度佐賀中部広域連合一

般会計歳入歳出決算中、歳出第

４款、第５款 

第31号議案 平成18年度佐賀中部広域連合一

般会計補正予算（第２号）中、

第１条（第１表）歳出第４款 

第34号議案 佐賀中部広域連合手数料条例の

一部を改正する条例 

第35号議案 佐賀中部広域連合職員定数条例

及び佐賀中部広域連合消防本部

及び消防署の設置に関する条例

の一部を改正する条例 

第36号議案 専決処分について（平成18年度

佐賀中部広域連合一般会計補正

予算（第１号）中、歳出第４款）

 

◎ 散  会 

○平原議長 

 本日の会議はこれで終了いたします。 

 本会議は８月31日午前10時に再会いたします。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

午後２時27分 散 会   



- 41 - 
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◎ 開  議 

○平原議長 

 おはようございます。これより本日の会議を開

きます。 

◎ 委員長報告・質疑 

○平原議長 

 各付託議案につきまして、お手元に配付いたし

ておりますとおり、各常任委員会から審査報告書

が提出されましたので、これを議題といたします。 

 

介護・広域委員会審査報告書 

 平成18年８月28日佐賀中部広域連合議会にお

いて付託された第28号中、歳入全款、歳出第１款、

第２款、第３款、第６款、第29号、第30号、第31

号中、第１条（第１表）歳入全款、歳出第２款、

第３款、第６款、第２条（第２表）、第32号、第

33号、第36号中、歳入全款、歳出第３款、第37号

議案審査の結果、 

 第28号から第30号議案は認定すべきもの、第31

号から第33号議案は原案を可決すべきもの、第36

号及び第37号議案は承認すべきものと決定しま

した。 

 以上報告します。 

  平成18年８月31日 

介護・広域委員会委員長 髙 木 一 敏 

 佐賀中部広域連合議会 

  議長 平 原 康 行 様 

 

消防委員会審査報告書 

 平成18年８月28日佐賀中部広域連合議会にお

いて付託された第28号中、歳出第４款、第５款、

第31号中、第１条（第１表）歳出第４款、第34号、

第35号、第36号議案中、歳出第４款審査の結果、 

 第28号議案は認定すべきもの、第31号、第34号

及び第35号議案は原案を可決すべきもの、第36号

議案は承認すべきものと決定しました。 

 以上報告します。 

  平成18年８月31日 

消防委員会委員長 黒 田 利 人 

 佐賀中部広域連合議会 

  議長 平 原 康 行 様 

○平原議長 

 各委員長の報告を求めます。 

○髙木介護・広域委員会委員長 

 おはようございます。介護・広域委員会委員長

報告をいたします。 

 介護・広域委員会に付託された議案につきまし

ては、第28号及び第29号議案は賛成多数で、第30

号議案は全会一致で、それぞれ認定すべきものと、

第32号議案は賛成多数で、第31号及び第33号議案

は全会一致で、それぞれ原案を可決すべきものと、

第36号及び第37号議案は全会一致で、それぞれ承

認すべきものと決定いたしました。 

 以下、当委員会で審査されました主な内容につ

いて、補足して御報告申し上げます。 

 まず、第28号議案 平成17年度佐賀中部広域連

合一般会計歳入歳出決算についてであります。 

 保健福祉事業について、委員より、介護予防モ

デル事業の内容及び成果の活用状況、また、今後

の取り組みについてどのように考えているのか

との質問に対し、執行部より、平成14年度から構

成市町の保健師を中心とする介護予防研究会を

設置し、転倒骨折予防、認知症予防に関する手法

を研究し、その成果は構成市町におけるこれまで

の介護予防事業に活用されてきた。今後はこれら

の研究成果を地域支援事業の介護予防事業の中

で実践していく段階であると考えている、との答

弁がありました。 

 次に、第29号議案 平成17年度佐賀中部広域連

合介護保険特別会計歳入歳出決算についてであ

りますが、保険料の未納対策について、委員より、

保険料の収入未済額が、１億2,200万円程度ある

が、収入が少なくて生活が苦しいから払えないと

いうのではなく、社会的に払える状況にあるのに

払わないという悪質なケースが多々あると思わ

れるが、対策はどのようにしているのかとの質問

に対し、執行部より、未納対策でそれぞれの被保

険者と接触する中で、制度の無理解とか、制度そ

のものに拒否ということで、自分はもう介護は使

わないから払わないという方もいる。そういった

方については、まずは督促状や催告状を送付する

が、長期の未納になった方については、職員また
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は徴収嘱託員から電話で催告をして、それでも未

納が続いた場合には、介護サービスを受けるとき

に給付制限がかかる等の説明をしている。それか

ら、訪問できる方については、訪問をして制度の

説明をしており、また、制度を説明して、わかっ

たということで一括して未納の保険料を払った

方も中にはいる、との答弁がありました。 

 次に、第32号議案 平成18年度佐賀中部広域連

合介護保険特別会計補正予算（第１号）について

でありますが、委員より、結果的に平成17年度の

決算剰余金のうち、約１億5,400万円が黒字とな

り基金に積み立てられたことになるが、住民税な

どの負担がふえる中で、低所得者への保険料や利

用料の減額が必要であり、そのために剰余金を充

てるべきである、との意見がありました。 

 以上で、当委員会での審査概要の報告を終わり

ます。 

○平原議長 

 なお、消防委員長からの口頭での報告はないと

のことであります。 

 これより各委員長報告に対する質疑を開始い

たします。 

 各委員長報告に対して御質疑はございません

か。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

 別に御質疑もないようでありますから、これを

もって各委員長報告に対する質疑は終結いたし

ます。 

◎ 討  論 

○平原議長 

 これより上程諸議案に対する討論に入ります。 

 討論は第28号、第29号及び第32号議案、以上３

件について行います。 

 なお、討論についての議員の発言時間は、おの

おの10分以内といたします。 

 まず、第28号議案について、反対の討論を行い

ます。 

 討論の通告がありますので、発言を許可いたし

ます。 

○佐藤議員 

 おはようございます。私は、第28号議案 平成

17年度佐賀中部広域連合一般会計歳入歳出決算

に対する反対討論を行います。 

 委員会質疑でも指摘をされましたように、14年

度からの新規事業として行われてきました在宅

復帰支援事業は、16年度は予算減額64万2,000円、

調定額33万9,000円で決算をされていますが、17

年度は歳出決算審査意見書でも県支出金が14万

1,000円減少したことにもあらわれていますよう

に、決算では予算現額39万円、調定額19万8,000

円と大幅に減少しています。利用件数を見ても16

年度40件であったものが本年度は23件へと減少

し、しかも在宅へと復帰できたのはわずかに２件

という状況です。しかも、17年度で県の補助金が

終了するということを理由に、他の連合では支援

事業を中止するところもあるようです。 

 中部広域連合でも法改正で設置された16カ所

の包括支援センターでできるようにカバーして

いきたい、こういう答弁がされましたが、現在の

包括支援センターの体制でそこまでカバーする

ことができるのか懸念されます。 

 私は、法改正により退所を余儀なくされている

方々のためにも、支援事業の中止、他の部署への

事業異動ではなく、連合が主体となった支援事業

こそ必要だと思います。 

 また、支援事業を利用した結果、復帰できなか

った理由として、家族の環境と家庭の環境を条件

として答弁されました。このことは、介護を受け

ている本人の状態はもちろんのこと、介護されて

いる家族の構成、家計の状況、家屋の構造上の問

題など、家族の方が在宅で介護をしたいと望んで

もクリアできない課題が現実として残されてい

ることを示しています。このことは、国の政策転

換に資することが大きいわけですが、広域連合の

施設整備の状況も大きく起因しています。 

 一般質問でも指摘したように、現在の特養施設

の定員の数だけ待機者が残されている。この現状

のもとで入所されている方が、あるいは家族の方

が、復帰支援事業を利用され、在宅でと考えられ

ても、状況の変化で入所を希望しても、すぐには

入所できない。このような不安を持たれるような

施設の状況が依然として残されています。 



 - 44 -

 このことは、介護保険を利用されている方々と

連合の施設整備の考え方との矛盾を示していま

す。入所希望される方が安心して入所できる施設

整備を国、県にも強く働きかけること。第４期中

部広域連合介護保険事業計画においても、待機さ

れている方のことを十分に考慮した施設整備を

行うことを求めて反対討論とします。 

○平原議長 

 次に、第29号及び第32号議案について、一括し

て反対討論を行います。 

 討論の通告がありますので、発言を許可いたし

ます。 

○山下議員 

 おはようございます。 

 私は、第29号議案 平成17年度佐賀中部広域連

合介護保険特別会計歳入歳出決算、第 32号議

案 平成18年度佐賀中部連合介護保険特別会計

補正予算（第１号）に対する反対討論を行います。 

 まず、第29号議案の介護保険特別会計決算につ

いて述べます。 

 平成17年度は、17年10月から介護保険の改定に

よって、施設利用のホテルコストと食費が全額自

己負担になるという大幅な負担増が利用者にの

しかかった年です。年金受給者の６割が月額年金

４万円前後という高齢者に対して、だれもが安心

して必要な介護が受けられるようにすることが

国と自治体保険者の責任であるはずですが、果た

してこの決算は、その役割を十分に担っていると

は言えません。第１に、歳入の保険料について、

不納欠損が4,117万8,000円計上されていますが、

時効完成となる平成16年度末と前年度末を比べ

ると、人数で1,204人から1,315人へと111人、金

額で1,143万円ふえています。 

 議案審査の中では、特別徴収の場合は、月額１

万5,000円の年金からさえも天引きされるのに、

普通徴収の納入率が87％と低いのは問題だとい

う議論もありましたが、普通徴収の人を所得段階

で見ると、本人非課税以下が７割、未納者の８割

を占めています。どうしても払えないまま期間が

過ぎると、いざサービスを受けるときに、一たん

全額利用料を払わなくてはならない。または、給

付制限というペナルティーが待ち受けています。 

 実際に現在、償還払いが５人、給付制限が５人

生まれていることが議案質疑でも明らかにされ

ました。もともと制度発足時に生計費非課税とい

う原則があるのに年金から天引きするという発

想自体に問題があるという議論がなされてきた

ことに照らして、どうしても払えない人に対する

独自の減免制度が今こそ必要なのに、それがなさ

れていないのは、やはり問題です。 

 第２に、保険給付について、不用額が６億1,170

万円もあるということです。特に介護サービスで

５億1,567万円、支援サービスで4,941万円に上り

ます。利用の内訳を見ますと、居宅介護でも施設

介護でも、また居宅支援でも、特別養護老人ホー

ムで実施しているサービスは前年よりふえてい

ますが、老人保健施設や医療系の施設で実施して

いるサービスは、前年よりも１割ないし３割以上

減っています。これは食費やホテルコストの自己

負担が施設入所でもショートステイでも、デイ 

サービスでも響いてきていることと同時に、それ

でも比較的負担が安くて済む特養施設に利用者

のニーズが集中していることと言えます。 

 その背景には、以前も指摘したように、社会福

祉法人にのみ低所得者の利用額減免の助成が認

められていることと無関係ではないと言えます。

利用者の負担軽減につながるよう、社会福祉法人

以外の施設でも減免できるように、独自の助成を

している自治体もありますが、当広域連合では、

その手だてが不十分です。 

 第３に、施設整備が不十分であるという問題で

す。一般質問でも特養の定員1,241床に対し、待

機者がことし５月１日現在で1,191人に上ること

が明らかにされましたが、そのうち、優先順位の

高い人は111人であり、これで足りているという

広域連合の認識は実態に合わないと思います。入

所を申し込んでいる方は、それぞれ家庭環境や家

の構造などの事情を抱えているわけです。それは

先ほどの討論でもございましたように、在宅復帰

支援事業でも試行錯誤の結果、９割は在宅に戻れ

ないという実態が示していると言えます。 

 国の参酌基準に縛られるのではなく、住民の実
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態に合った施設整備を進めることを改めて求め

ます。 

 第４に、歳入歳出全体で５億8,695万8,000円の

剰余金があり、国や県への返還分や精算金を除い

ても、１億5,400万円の単年度黒字となっていま

す。総額195億円のうちのわずかな額という見方

もあるかもしれませんが、保険給付で６億円もの

不用額を残していることとあわせ、これだけあれ

ば、独自の負担軽減策は保険料でも利用料でも 

もっとできるはずです。国や県に負担を求めると

ともに、連合独自の努力をさらに求めるものです。 

 以上の理由により、この決算の認定には反対で

す。 

 次に、第32号議案の補正予算です。ここでは、

17年度決算剰余金の処分が主な内容となってい

ます。前年度剰余金５億8,700万円の半分の２億

9,300万円を介護給付費基金に積み立て、前年度

不用額に関して国、県、構成市町村に返還、精算

するために再び基金からの繰り入れと合わせて

４億3,300万円支出をするというものです。しか

し、これが18年度の補正であるということを考え

ると、一般質問でも指摘したように、今年度から

の軽度者向けのサービス利用の規制や住民税増

税に伴う保険料、利用料の負担増という問題が明

らかなのですから、８月補正で何らかの対応が必

要なはずです。 

 例えば、10月から介護ベッドが使えなくなる軽

度者に対して、東京港区では自費でのレンタルに

助成をして、利用者負担を月500円に抑えるとい

う支援策をことし10月から2009年３月まで行う

ことが決まったそうです。 

 また、住民税の負担増に関して言えば、年金は

変わらないか、あるいは減っているのに、負担だ

けがふえているという人に対して、例えば、前年

非課税だった人にはそれまでと同じサービスが

受けられるよう、独自の支援を行うというところ

もございます。 

 まさに、こうした施策を補正で対応することが

望まれているわけですが、残念ながら利用者の今

の実態に即した手だてが何らとられていないと

いう点で反対であるということを述べ、29号、32

号議案に対する反対討論といたします。 

○平原議長 

 以上で通告による討論は終わりました。 

 これをもって討論は終結いたします。 

◎ 採  決 

○平原議長 

 これより上程諸議案の採決を行います。 

 まず、第28議案を起立により採決いたします。 

 お諮りいたします。第28号議案は、各委員長報

告どおり認定することに賛成の方は起立をお願

いします。 

    〔賛成者起立〕 

 賛成者多数と認めます。よって、第28号議案は、

各委員長報告どおり認定することに決定いたし

ました。 

 次に、第29号議案を起立により採決いたします。 

 お諮りいたします。第29号議案は介護・広域委

員長報告どおり認定することに賛成の方は起立

をお願いいたします。 

    〔賛成者起立〕 

 賛成者多数と認めます。よって、第29号議案は、

介護・広域委員長報告どおり認定することに決定

いたしました。 

 次に、第32号議案を起立により採決いたします。 

 お諮りいたします。第32号議案は、介護・広域

委員長報告どおり、原案を可決することに賛成の

方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 賛成者多数と認めます。よって、第32号議案は、

介護・広域委員長報告どおり原案は可決すること

に決定いたしました。 

 次に、第30号議案を採決いたします。 

 お諮りいたします。第30号議案は、介護広域委

員長報告どおり認定することに御異議ございま

せんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、第30号議案は、

介護・広域委員長報告どおり認定することに決定

いたしました。 

 次に、第31号及び第33号から第35号議案を一括

して採決いたします。 
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 お諮りいたします。第31号及び第33号から第35

号議案は各委員長報告どおり原案を可決するこ

とに御異議ございませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、第31号及び第33

号から第35号議案は、各委員長報告どおり、それ

ぞれ原案は可決することに決定いたしました。 

 次に、第36号及び第37号議案を一括して採決い

たします。 

 お諮りいたします。第36号及び第37号議案は、

各委員長報告どおり承認することに御異議ござ

いませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。よって、第36号及び第

37号議案は各委員長報告どおり、それぞれ承認す

ることに決定いたしました。 

◎ 会議録署名議員指名 

○平原議長 

 次に、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定によ

り、議長において髙木議員及び黒田議員を指名い

たします。 

◎ 閉  会 

○平原議長 

 これをもって議事の全部を終了いたしました

ので、会議を閉じます。 

 佐賀中部広域連合議会定例会を閉会いたしま

す。 

午前10時24分 閉 会   

会議に出席した事務局職員 

 議 会 事 務 局 長   吉 末 隆 行 

 

 議 会 事 務 局 副 局 長   小 峰 隆 一 

 

 議 会 事 務 局 主 査   木 村   茂 

 

 議 会 事 務 局 書 記   坂 井 孝 司 

 

  〃    宮 崎 直 樹 

 

  〃    古 川   真 

 

  〃    池 田   聡 

 

  〃    手 塚 大 介 

 

  〃    川 口   剛 
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  地方自治法第123条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

      平成  年  月  日 

 

 

  佐賀中部広域連合議会議長    平 原  康 行 

 

 

  佐賀中部広域連合議会議員    髙 木  一 敏 

 

 

  佐賀中部広域連合議会議員    黒 田  利 人 

 

 

  会 議 録 調 製 者 
                   吉 末  隆 行 
  佐賀中部広域連合議会事務局長 
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（資料）議案質疑項目表 

  ○ 議 案 質 疑 

佐賀中部広域連合議会  

平成 18年８月定例会   

質疑順 氏   名 質   疑   事   項 

１ 山 下 明 子 第29号議案 

平成17年度佐賀中部広域連合介護保険特別会計歳入歳出決算 

○歳入 １款 保険料 

    １項 介護保険料 

(1)不納欠損の内容 

(2)滞納被保険者のサービス給付制限などの事由は発生しているのか。ま

たはその対応など。 

 

○歳出 １款 保険給付費 19,098,037,211円 

(1)前年比で給付の増減の大きい項目についての要因 

(2)その対策は 
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（資料）一般質問項目表 

 

  ○ 一 般 質 問 

佐賀中部広域連合議会  

平成 18年８月定例会   

質問順 氏   名 質問方式 質   問   事   項 

１ 亀 井 雄 治 一問一答 １ 広域消防の救急業務について 

(1) 年間出動回数の推移について（過去５年） 

(2) 出動１回当たりの経費 

(3) 不要不急や間違い等による出動回数 

(4) 救急救命士の充足度について 

２ 介護保険計画について 

 厚生労働省は、社会的入院を解消し、医療費の適正化を図る

ため、2012年までに38万床ある療養型病床を医療型の15万床に

集約するとしている。第３期佐賀中部広域連合介護保険事業計

画によれば、管内の整備状況は目標を上回っており、新たな施

設整備は困難であるとしているが、今後、この適正化策によ

り、行き場を失う高齢者の急増が考えられるが、このことの影

響をどのように考え、今後の方針・計画をどのように考えてい

るか。 

２ 永 渕 義 久 一問一答 １ 介護保険事務 

 経費節減への取り組みはどうされているか。どのような形態

で、どう意識的に取り組んでいるか。 

２ 火災情報の連絡について 

 火災情報を緊急に関係者に対し、周知するための努力はどう

されているか。 

３ 佐 藤 知 美 一問一答 １ 介護保険制度改定後の実態について 

(1)  家族介護の実態 

老々介護、一人で家族を介護されている世帯数等 

(2)  平成16年度税制改正（公的年金控除の縮小と老年者控除

の廃止）による介護保険料の実態と補足給付の現状と税制

改正による影響は。 

(3)  要介護１から要支援１、２の方は、改定後３年間の経過

措置後、特老入所者は退所せざるをえないが、その人数と

対応について。 

(4)  特老施設の定員数と待機者の実態は。 

(5)  ホテルコストによる特老入所者の自主退所者の状況につ

いて。 

(6) 保険料、利用料の独自減免制度の実施を。 
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４ 山 下 明 子 一問一答 １ 介護保険改定による影響について 

(1)  介護段階見直しに伴うサービス利用の制限（介護ベッ

ド、電動車いす、介護タクシーなど）の実態は把握されて

いるか。 

(2)  介護報酬切り下げにより、訪問介護の生活援助（ホーム

ヘルプ）サービスにおける30分毎の加算が廃止されたこと

や通院介助の除外などの影響の実態把握は。 

(3)  新予防給付に伴うケアプラン作成の状況はどうなってい

るか。 

(4)  上記のような点について、当広域連合の対応策と考え

方、国への改善要求についての考えは。 

２ 介護保険料や利用料の負担軽減のための「一般財源からの繰

り入れ」についての認識、また、国の「３原則」についての認

識をあらためて問う。 

 


